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小田原市教育都市宣言 
（平成１６年４月１日告示・制定） 

 

小田原市民は、子どもたちが希望を持ち、健やかに成長して

ほしいと願っています。世界に目を開く地球市民であり、郷

土の文化と伝統を誇りにしたいと思っています。一人ひとり

が自立し、家庭、学校、地域が支え合う社会を築きたいと願

っています。 
小田原市と小田原市教育委員会は、市民のこうした思いや願

いを実現するために、ここに教育の行き届いたまち、教育都

市を宣言します。 

  

１ 一人ひとりが、尊い命です。心身ともに健康で思いやりの

ある人の育成に努めます。 
 

２ 家庭は、心を育みます。家族の絆を紡ぎ、人としての心が

まえを養う家庭づくりを支えます。 
  

３ 学校は、生きる力を培います。児童生徒の確かな学力を育

成し、社会の仕組みの基礎を教えます。 
 

４ 地域は、支え合いながら、繁栄します。青少年が社会の一

員であることを自覚し、社会活動に参加できる地域づくり

に努めます。 
 

５ 地球のすべてのものは、結ばれています。かけがえのない

文化や伝統を受け継ぎ、自然や国際社会との交流を深める

実践活動を進めます。 
 

 

小田原市・小田原市教育委員会 



はじめに 

 
急速に進む社会の少子高齢化、情報通信技術の進展などに見られる高度情報化、社

会・経済のグローバル化、さらには東日本大震災の発生など、社会全体が大きく変化し

ている中で、教育の分野では、子どもたちの学ぶ意欲や、学力、体力・運動能力の低下、

不登校、いじめや問題行動、規範意識や倫理観の低下など、早急に対応しなければなら

ない様々な課題が生じています。 
 

 こうした中、平成 18 年 12 月には、制定から 60 年を経て教育基本法が改正され、新

しい時代の教育の基本理念が明示されました。同法では、教育の目的として、「教育は、

人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた

心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない。」と規定しています。 
 

 本市では、平成 15 年 3 月に、小田原市学校教育推進計画「おだわらっこ教育プラン」

を策定し、21 世紀を担う子供たちの育成を目指した教育活動を展開するとともに、平

成 16 年 4 月には、市民や各界各層からなる「静かなる教育論議」の集大成として、「小

田原市教育都市宣言」を策定、さらに、その理念の実現を図るため、平成 19 年 1 月に

「おだわらっ子の約束」を制定しました。 
 

 また、平成 23 年 4 月には、第 5 次小田原市総合計画「おだわらＴＲＹプラン」がス

タートし、学校教育の充実においては、子どもたちの成長を学校、家庭、地域が共に支

え合い、自ら学び創る力、社会と関わる力を培い、思いやりの心を持った元気な子ども

を育てることを基本方針に掲げました。 
 

こうした社会状況の変化や教育基本法の改正、総合計画「おだわらＴＲＹプラン」の

スタートなどを踏まえ、策定から 10 年が経過する「おだわらっこ教育プラン」を見直

し、このたび、新たに「小田原市学校教育振興基本計画」を策定いたしました。 
 この計画は、総合計画「おだわらＴＲＹプラン」の着実な推進に資するとともに、変

化の激しい時代にあって今まさに行うべき教育の振興に関する施策を具体的に位置づ

けるものです。この計画の着実な推進を図ることにより、学校、家庭、地域・社会がそ

れぞれの機能を十分発揮できるよう支援し、「未来を拓くたくましい子ども」を育んで

まいります。 
 

今後は、計画の推進に向けて全力で取り組んでいく所存ですので、市民の皆様を始め

とする関係者の方々の一層のご理解とご協力をお願いいたします。 
最後になりましたが、計画の策定にあたり、貴重なご意見をお寄せいただいた市民の

皆様を始め、ご尽力いただきました策定委員の皆様に厚く御礼申し上げます。 
 
 平成  年  月 
                             小田原市教育委員会 
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１ 計画策定の趣旨                                    

平成 18 年 12 月の教育基本法の改正に伴い、教育の振興に関する施策の総合的か

つ計画的な推進を図ることを目的として、国は、平成 20 年 7 月に教育振興基本計画

を策定しました。また、地方公共団体については、国の教育振興基本計画を参考にし

ながら、地域の実情に応じた教育の振興のための施策に関する基本的な計画の策定に

努めることが規定されました。 
 

小田原市教育委員会では、平成 15 年 3 月に小田原市学校教育推進計画 「おだわ

らっこ教育プラン」を策定し、計画期間を 10 年として、「教育の行き届いたまち お

だわら」の実現をめざし、21 世紀を担う子どもたちの「生きる力」を育む教育を推

進してきました。 
 

この間、急速に進む少子高齢化、国際化や高度情報化の進展、さらには生活様式の

変化や地域のつながりの希薄化など、社会情勢が大きく変化しています。さらに、教

育に対する社会的要請が増大し、かつ多様化するなど、教育に対する関心が高まって

います。これらの状況を受けて、国では、教育振興基本計画第 2 期計画（平成 25～
29 年度）の策定について、平成 23 年度より検討を開始しました。 

 

そこで、本市では「おだわらっこ教育プラン」の成果等を踏まえ、本市の実情に合

った教育施策をより効果的に実施していくために、新たに「小田原市学校教育振興基

本計画」を策定することとしました。 
 

２ 計画の範囲                                        

  教育委員会の所管する事務のうち学校教育を中心とする計画とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 計画の策定にあたって 
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３ 計画の位置付け                                    

○ この計画は、教育基本法第 17 条第 2 項に規定する「地方公共団体における教育

の振興のための基本的な計画」として策定します。 
 

○ この計画は、おだわらＴＲＹプラン（第 5 次小田原市総合計画）の個別計画とし

て位置付け、他の計画と連携を図りながら施策を推進します。 
 

○ この計画は、国の「教育振興基本計画」及び「かながわ教育ビジョン」を踏まえ

て策定します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

４ 計画の対象期間                                    

小田原市学校教育振興基本計画の計画期間は、平成 25 年度～平成 29 年度の 5 か

年とします。 
 

なお、計画策定後の社会状況や教育を取り巻く環境の変化などにより、見直しが必

要となった場合には、適宜計画の見直しを行っていくものとします。 

 

 
 
 
 
 
 

おだわらＴＲＹプラン（第 5 次小田原市総合計画） 
基本構想（平成 23～34 年度） 

基本計画（前期：平成 23～28 年度） 

実施計画（第１次：平成 23～25 年度） 

小田原市学校教育振興基本計画 

（平成 25～29 年度） 

・小田原市文化振興ビジョン ・小田原市子ども読書活動推進計画 

・小田原市スポーツ振興指針 ・小田原市環境基本計画 

・小田原市食育推進計画   ・小田原市人権施策推進指針 等 

国の教育振興基本計画 
 平成 20～29 年度 
  第 2 期計画 

平成 25～29 年度 

かながわ教育ビジョン 
 平成 19 年策定 
  概ね 20 年間を見すえ 

 たビジョン 
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１ 社会状況の変化                                    

（１）少子化の進行 

本市の市立小中学校の児童生徒数は、昭和 57 年の 26,619 人をピークに減少を

続け、平成 24 年度は 15,153 人と 30 年間で約 43％の減、この 10 年間の推移を見

ても約 10％減少しており、少子化の傾向が顕著に表れています。また、学区別未

就学児集計から推計する 5 年後の児童生徒数は 14,108 人で 6.9％減となる見込み

で、今後さらに少子化が進行していくことが明らかです。 

 

     

児童・生徒数推移

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

S57 S62 H4 H9 H14 H19 H24 H29
（推計）

年度

人数

小学校

中学校

 

 

     

（各年5月1日現在）

児童数 生徒数 児童・生徒数

S57 18,009人 増減数 増減率 8,610人 増減数 増減率 26,619人 増減数 増減率

S62 15,363人 -2,646人 -14.7% 9,170人 560人 6.5% 24,533人 -2,086人 -7.8%

H4 13,268人 -2,095人 -13.6% 7,407人 -1,763人 -19.2% 20,675人 -3,858人 -15.7%

H9 11,745人 -1,523人 -11.5% 6,362人 -1,045人 -14.1% 18,107人 -2,568人 -12.4%

H14 11,165人 -580人 -4.9% 5,509人 -853人 -13.4% 16,674人 -1,433人 -7.9%

H19 10,911人 -254人 -2.3% 5,151人 -358人 -6.5% 16,062人 -612人 -3.7%

H24 10,048人 -863人 -7.9% 5,105人 -46人 -0.9% 15,153人 -909人 -5.7%

H29
(推計)

9,237人 -811人 -8.1% 4,871人 -234人 -4.6% 14,108人 -1,045人 -6.9%

◆平成29年度はH24年2月1日付「学区別未就学児集計」からの推計

◆小学校児童数のピークは昭和56年度の18,097人

◆中学校生徒数のピークは昭和61年度の9,207人

年度
小学校 中学校 合計

５年前比 ５年前比 ５年前比

 

 

 

 

Ⅱ 策定の背景 
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（２）家庭・地域の教育力の低下 

本市の１世帯当たりの人数はこの 10 年間においても減少を続け、平成 22 年度

では 2.55 人となっています。一方、人口に比して世帯数は増加しており、核家族

世帯が増加しています。また、少子化を反映して 18 歳未満の世帯員のいる核家族

世帯は減少傾向にあり、18 歳未満の世帯員のいる３世代世帯も減少し続けていま

す。 
 

核家族化や少子化の進行により、子どもたちが家庭の中で兄弟姉妹と切磋琢磨し

たり、祖父母の経験から学んだりしたりする機会は著しく低下しています。また、

親の子育ても手探り状態で行わざるを得ない状況も生じています。家庭は全ての教

育の出発点として、日々の生活を通して子どもが基本的な生活習慣や規範意識を身

に付ける場です。家庭での子育てや教育のあり方について、改めて見つめ直す必要

があります。 
 
   家族形態の変容、価値観やライフスタイルの多様化などにより、地域との関わり

を持たない暮らし方が増えています。子ども会加入率も平成 24 年度には 50％を割

りました。地域の中で、人と人とのつながりが希薄になり、子どもの関わる力が育

つ場所や機会が少なくなっています。 

  

本市の人口・世帯数推移 （各年10月1日現在；国勢調査）

S60 H2 H7 H12 H17 H22

185,941人 193,417人 200,103人 200,173人 198,741人 198,327人

39,204人 34,031人 31,138人 28,985人 27,116人 25,447人

128,333人 136,927人 141,420人 137,655人 132,060人 126,244人

18,404人 22,459人 27,545人 33,533人 39,565人 46,636人

56,193世帯 61,360世帯 67,916世帯 71,532世帯 74,291世帯 77,793世帯

（3.31人） （3.15人） （2.95人） （2.80人） （2.68人） （2.55人）

34,636世帯 37,753世帯 41,231世帯 43,512世帯 44,571世帯 45,721世帯

18歳未満世帯員のいる核家族世帯 18,761世帯 17,257世帯 15,907世帯 15,382世帯 14,820世帯 14,390世帯

6,209世帯 5,792世帯 4,932世帯 3,961世帯 3,202世帯 2,513世帯

◆年齢不詳人口は、年齢別の割合に応じて按分

世帯数

（1世帯当たり人口）

核家族世帯

18歳未満世帯員のいる三世代世帯

総人口

年少人口（0～14歳）

生産年齢人口（15～64歳）

老年人口（65歳～）

 
   

小田原市内子ども会加入数

0
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H6 H9 H14 H19 H24

年度

人数

児童数

子ども会会員数

  

児童数 子ども会会員数 加入率

H6 12,793 人 12,282 人 96.0%

H9 11,745 人 10,697 人 91.1%

H14 11,165 人 8,721 人 78.1%

H19 10,911 人 6,636 人 60.8%

H24 10,048 人 4,967 人 49.4%

◆子ども会会員数には一部中学生も含む

◆児童数は各年5月1日現在   
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（３）進む国際化 

本市の在住外国人は、1,900 人前後を推移しており、平成 24 年 3 月時点では約

50 か国・1,843 人となっています。 
 

社会や経済のグローバル化に伴い、国際的な視野を持ち、世界に通用する人材を

育成し、多様な文化との相互交流、相互理解を深め、共生していくことが求められ

ています。 
 

外国籍の市民に対しては、子どもたちへの日本語指導等、幅広い就学支援が必要

となっています。 

    

小学校 中学校

国籍 人数 国籍 人数 国籍 人数 国籍 人数

フィリピン 13人 韓国 2人 ブラジル 6人 マレーシア 1人

ブラジル 7人 タイ 1人 フィリピン 5人 ペルー 1人

中国 4人 スリランカ 1人 中国 4人 コロンビア 1人

ペルー 4人 オーストラリア 1人 ベトナム 2人 合計 21人

ボリビア 3人 合計 36人 韓国 1人 （平成24年4月1日現在）

国別在籍児童・生徒数　

 

 
（４）高度情報化 

コンピューターを始めとしたＩＣＴ*（情報通信技術）の普及と発達が飛躍的に

進み、経済の仕組みや社会活動のスタイルが大きく変化しています。また、ＩＣＴ

の活用により、情報・知識の共有化をはじめ、コミュニケーションの活発化が期待

される一方で、これらを利用した犯罪が多発するなど、新たな問題が発生していま

す。  
 

また、子どもたちが容易に情報を入手し、発信することが可能となり、携帯電話

やインターネットを通じたコミュニケーションがさらに進む一方で、有害サイトや

ネットいじめ等への対応も課題となっています。 
 

子どもたちに、未来を生きるために必要な情報活用能力を身に付けさせることは

もとより、携帯電話等の利用マナーを身に付けるための家庭でのルールづくりや学

校における情報モラル教育の充実が望まれています。 
 

 

小学校 中学校

学年 所有率 学年 所有率

1年 1,394 人 178 人 12.8% 1年 1,730 人 808 人 46.7%

2年 1,453 人 269 人 18.5% 2年 1,676 人 1,034 人 61.7%

3年 1,532 人 291 人 19.0% 3年 1,700 人 1,062 人 62.5%

4年 1,631 人 441 人 27.0% 合計 5,106 人 2,904 人 56.9%

5年 1,659 人 463 人 27.9%

6年 1,589 人 485 人 30.5%

合計 9,258 人 2,127 人 23.0%

市立小・中学校児童・生徒の携帯電話所有状況　　（平成24年4月調べ）

◆全国の状況
（文部科学省 平成21年度「子どもの携帯電話等の利
　用に関する調査」より）
　小学校（6年）　24.7%
　中学校（2年）　45.9%

児童数 所有人数 生徒数 所有人数
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（５）環境問題の深刻化 

世界的な経済活動の拡大に伴い、地球上の貴重な資源を大量に消費しながら、大量

生産、大量廃棄を繰り返してきた結果、温暖化や砂漠化、オゾン層の破壊などの地球

規模での環境問題が深刻化しています。 
 

このため、世界の多くの国々では、互いに協調を図りながら、地球温暖化対策や再

生可能エネルギーへの転換など、環境の保全を軸に、循環型社会システムの構築に向

けた取組を進めています。 
 

貴重な資源や豊かな自然環境を子孫に引き継いでいくためには、一人一人が、ごみ

の分別収集や減量化、有価物の再利用、河川の清掃といった身近な視点から、温暖化

や食糧問題などの地球的な視点まで、環境についての理解を広め、深めていく必要が

あります。環境への負荷の少ない持続可能な社会を創り上げることの必要性を明らか

にし、自らが行動を起こすことにより、自然環境の保全を図っていくことが求められ

ています。 
 
    ＊この部分につきましては、現在検討中です。当日、差し替えさせていただき

ます。 
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２ 教育をめぐる現状                  

（１）学力の状況 

   わが国の児童生徒の学力は、国際的な学力調査の結果で見て、成績は上位にある

ものの、学習意欲が必ずしも高くないことや、学習習慣が十分に身についていない

ことなどの点で、課題が指摘されています。 
 

平成 24 年度全国学力・学習状況調査は、小学校 6 年生、中学校 3 年生を対象に、

国語、算数・数学、理科の 3 教科で実施され、本市の結果は、これまでと同様に、

いずれの科目も全国・県とほぼ同程度となっています。（抽出率約 30％の抽出調査） 
 

   また、国の分析では、全ての教科において、自分の考えをまとめて言葉で表現す

る力や、日常生活での知識活用力に課題があることが、改めて指摘されており、本

市においても同様の傾向が見られます。 

 

   

小学校6年生の平均正答率

72.0

60.7

70.9

81.1

55.8

72.4

60.2

81.6

55.6

73.3

58.9

69.1

56.7
58.2

81.2

57.8

68.1

57.6

40

50

60

70

80

90

Ａ
（知識）

Ｂ
（活用）

Ａ
（知識）

Ｂ
（活用）

Ａ
（知識）

Ｂ
（活用）

国語 算数 理科

％

小田原市 神奈川県 全国

 

   

中学校3年生の平均正答率

74.5

62.9
61.1

50.4
53.5

46.8

75.0

63.6
61.2

49.8
52.8

47.7

75.1

63.3 62.1

49.3

56.1

47.8

40

50

60

70

80

90

Ａ
（知識）

Ｂ
（活用）

Ａ
（知識）

Ｂ
（活用）

Ａ
（知識）

Ｂ
（活用）

国語 数学 理科

％

小田原市 神奈川県 全国

 

◆Ａ問題は基礎的・基本的な知識・技能が身に付いているかどうかを見る問題 

◆Ｂ問題は基礎的・基本的な知識・技能を活用することができるかどうかを見る問題 
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（２）体力・運動能力の状況 

   日常生活における身体活動の機会や場の減少などを背景に、児童生徒の基礎的な

体力や運動能力が低下傾向にあります。 
 

本市では、児童生徒の体力・運動能力の状況を明らかにし、体育・スポーツ活動

の指導等に活用するため、平成 24 年度に小学校 5 年生及び中学校 2 年生の全児童・

生徒を対象に新体力テストを実施しました。 
 
   本市の児童生徒の体力・運動能力を種目別に見ると、一部の種目を除いて、全国

平均を下回っていますが、県平均との比較ではほぼ同程度となっています。 
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握力
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体前
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横と

び

2 0 m

シャ

ト ル

ラ ン

５ ０

ｍ走

立ち

幅と

び

ソ フ

ト

ボー

ル…

小学校5年男子

全国平均を ５ ０ と し て比べた体力偏差値

全国 県 市

4 0

4 5

5 0

5 5

握力

上体

起こ

し

長座

体前

屈

反復

横と

び

2 0 m

シャ

ト ル

ラ ン

５ ０

ｍ走

立ち

幅と

び

ソ フ

ト

ボー

ル…

小学校5年女子

全国平均を５ ０ と し て比べた体力偏差値

全国 県 市

40

45

50

55

握力

上体起
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長座体
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中学校2年男子

全国平均を ５ ０ と し て比べた体力偏差値

全国 県 市
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中学校2年女子

全国平均を５ ０ と し て比べた体力偏差値

全国 県 市

長座体前屈 

上体起こし 

反復横とび 

20m シャトルラン 

50m 走 

ソフトボール投げ 

立ち幅とび 

握力 握力 

上体起こし 

長座体前屈 

反復横とび 

20m シャトルラン 

立ち幅とび 

50m 走 

小学校 5 年男子 小学校 5 年女子 

中学校 2 年男子 中学校 2 年女子 

握力 

上体起こし 

長座体前屈 

反復横とび 

握力 

上体起こし 

長座体前屈 

反復横とび 

持久走 持久走 20m シャトルラン 20m シャトルラン 

50m 走 50m 走 

 立ち幅とび 立ち幅とび 

ソフトボール投げ 

ハンドボール投げ ハンドボール投げ 

◆全国・県のデータについては、平成 22 年度の調査による 

全国平均を 50 として比べた体力・運動能力偏差値 

【握力】筋力：筋肉が力を出す能力

【上体起こし】筋力・持久力：筋肉が力を出したり、筋肉が力を出し続ける能力

【長座体前屈】柔軟性：体を曲げたり伸ばしたりする能力

【反復横とび】俊敏性：体をすばやく動かす能力

【20mシャトルラン・持久走】全身持久力：全身で運動を続ける能力

【50m走】走る能力

【立ち幅とび】とぶ能力

【ソフトボール投げ・ハンドボール投げ】投げる能力  
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（３）教育相談の状況 

小中学校においては、不登校児童生徒の増加、小1プロブレム*や中1ギャップ*、
学級崩壊、いじめ、暴力行為、基本的な生活習慣の欠如やコミュニケーション能力

の不足など、多様化・複雑化する悩みを抱える保護者、児童生徒、教職員等への相

談体制の充実が求められています。 
 

                     

                     

 

 

 

 

 
           

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の教育相談体制は、大きく、学

校生活全般に関することと特別支援

に関することに分かれています。 
学校生活全般に関する教育相談で

は、校内支援室*等の整備により、不

登校に関する相談は減少傾向にある

ものの、依然として高い数値を示して

おり、いじめや友人関係、学習のつま

ずき、しつけや子育て、担任とのトラ

ブルなど、様々な悩みを抱えた保護者

や本人、祖父母、教職員等の相談に、

教育指導課の教育相談員*と心理相談

員（臨床心理士）が対応しています。 

特別支援に関する相談については、

酒匂小学校に設置している「特別支援

教育相談室あおぞら」で対応していま

す。 
 

発達相談や心理検査、学級や家庭で

の支援の工夫、関連機関への紹介・連

携など、保護者や教職員の相談に教育

相談員と心理相談員（臨床心理士）が

対応しています。 

教育相談数の推移

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

年度

件数

 

「あおぞら」相談数の推移

368

660

832

632625622

508

300

400

500

600

700
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900

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

年度
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不登校 不登校傾向 いじめ 特別支援 学習
しつけ・
育て方

その他 合計

H17 1,730 63 9 26 6 30 39 1,903

H18 2,104 21 13 2 9 33 50 2,232

H19 2,410 68 40 29 3 10 33 2,593

H20 2,520 110 78 26 0 10 32 2,776

H21 2,171 92 52 21 7 7 54 2,404

H22 1,918 202 12 4 5 9 18 2,168

H23 1,674 111 43 0 2 6 *  155 1,836

教育相談の件数と状況　　　　　　（教育指導課）

◆同一案件について、重複相談を含む  
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（４）いじめの状況 

わが国では、児童生徒が自ら命を絶ち、その背景にいじめ問題があるという事案

が、依然として発生しています。このような痛ましい事故を繰り返すことのないよ

う、本市においても、いじめ等問題行動への取組を一層徹底して行う必要がありま

す。 
 

本市では、小中学校各校において、定期的に行うアンケートや日々の生活ノート、

長期休業前の 3 者面談等により、いじめの実態把握に努めています。平成 23 年度

のいじめの認知件数は、小学校が 21 件、中学校が 42 件となっています。いじめ

の態様としては、「冷やかしやからかい・悪口や脅し文句・嫌なことを言われる」、

「仲間はずれ・集団による無視」、「軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれた

り、蹴られたりする」が全体の約 7 割となっているほか、暴力行為や金品を隠す、

嫌なことや危険なことをさせる、パソコンや携帯電話による誹謗中傷など、いじめ

の内容が多様化・深刻化し、複合的に行われている様子が伺えます。 
 

これら認知されたいじめについては、各校の対応により、そのほとんどは「解消

が図られている」、又は「一定の解消が図られ、継続支援が行われている」という

状況にあり、平成 23 年度に認知されたいじめの改善率は 100％となっています。 
 

 
 
 
 
 
 
     

 

 

 

 
 

 

 

 

◆改善率…いじめの件数のうち、解消、又は一定の 

解消が図られた件数の割合 

小学校 中学校 合計 改善率

H18 63 108 171 －

H19 58 19 77 －

H20 28 37 65 －

H21 33 35 68 98.5%

H22 29 76 105 88.6%

H23 21 42 63 100.0%

いじめの認知件数と改善率

 

しかし、いじめは常にどこかで発

生しており、認知されないいじめ、

再発してしまういじめ、インターネ

ット等で深みにはまっていくいじめ

など、深刻な状況があるのも事実で

す。 

小学校 中学校
件数 件数

17 25 42

6 2 8

3 4 7

1 2 3

1 1 2

2 4 6

3 3 6

0 5 5

0 3 3

33 49 82

◆様々な区分が複合して、１件のいじめとなる場合があるので、いじめの認知件数とは合致しない

合計

パソコンや携帯電話で、誹謗中傷や嫌なことをされる

その他

ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする

金品をたかられる

金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられ
たりする
嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、
させられたりする

冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言わ
れる

仲間はずれ、集団による無視をされる

軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴ら
れたりする

いじめの態様　（平成23年度）

合計区分
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（５）不登校の状況 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

本市の不登校児童・生徒の出現率

は、国・県の平均値を上回っており、

ここ数年は小学校が微増傾向、中学校

が減少傾向にあります。 
 

文部科学省では、「不登校児童生徒」

とは、「何らかの心理的、情緒的、身

体的あるいは社会的要因・背景によ

り、登校しないあるいはしたくてもで

きない状況にあるために年間 30 日以

上欠席した者のうち、病気や経済的理

由による者を除いたもの」と定義して

います。 
 

不登校のとらえ方について、本市で

は、児童生徒の欠席理由を「病気」と

決めてかからずに、不登校の心配があ

るのではないか、学校に不適応を起こ

しているのではないかなど、積極的に

「不登校」ととらえ、早い段階から登

校支援を行っていこうとしており、そ

うした取組が出現率の高さにつなが

っていると考えています。 ◆出現率…年間 30 日以上欠席した児童生徒数の総数に 

不登校生徒の出現率（中学校）

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0
％

小田原市

神奈川県

全国

小田原市 3.69 3.62 3.83 3.85 4.37 4.36 4.47 4.44 4.31 3.90 

神奈川県 3.54 3.56 3.59 3.69 3.85 4.02 4.02 4.00 3.79 3.72 

全国 2.81 2.73 2.73 2.73 2.75 2.86 2.92 2.86 2.77 2.74 

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

 

児童数 出現率 生徒数 出現率

H14 40 0.36% 201 3.62%

H15 35 0.32% 208 3.83%

H16 33 0.30% 204 3.85%

H17 46 0.42% 230 4.37%

H18 46 0.42% 224 4.36%

H19 56 0.51% 230 4.47%

H20 52 0.48% 229 4.44%

H21 62 0.58% 223 4.31%

H22 63 0.59% 199 3.90%

H23 69 0.66% 196 3.86%

小学校 中学校

不登校児童生徒数

 

小学校 中学校 合計

H14 5 26 31

H15 5 35 40

H16 4 20 24

H17 4 35 39

H18 4 28 32

H19 3 20 23

H20 1 23 24

H21 0 18 18

H22 1 17 18

H23 2 12 14

教育相談指導学級通級者数

 

不登校児童の出現率（小学校）

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6
％

小田原市

神奈川県

全国

小田原市 0.32 0.36 0.32 0.30 0.42 0.42 0.51 0.48 0.58 0.59 

神奈川県 0.40 0.48 0.43 0.41 0.40 0.44 0.46 0.43 0.45 0.47 

全国 0.36 0.36 0.33 0.32 0.32 0.33 0.33 0.32 0.32 0.32 

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

 

いじめや学習のつまずき、家庭環境、友人関係、集団への不適応など、不登校の

要因は様々で、不登校児童生徒や学校を取り巻く諸課題が複雑に絡み合っています。 

また、中学校では、校内支援室の整備や指導員の複数体制により、学校には行

けるが教室に入れない生徒への対応が可能となり、教育相談指導学級*（城山教室、

マロニエ教室）に通級する生徒が減少しています。 

占める割合 
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 （６）学校施設の状況 

本市では、児童生徒の数が急増した昭和 40 年代から 50 年代にかけて、小中

学校の新設や校舎の増築、老朽化した木造校舎の鉄筋化が進められました。 
 

当時の整備から 30 年以上を経た今、施設本体をはじめ付帯設備の老朽化が進

行し、厳しい財政状況の中で、今後の施設の大規模改修や建替えが、大きな課題

となっています。 
 

校舎や屋内運動場の耐震化については、神奈川県西部地震などが懸念されるこ

とから、本市では、平成 21 年度までに全て完了しています。 
 

しかし、校舎の外壁や床、天井などの内装、トイレの洋式化等については改修

が遅れており、児童生徒が日々学び、生活をする学校として、安全、安心で快適

な環境整備は喫緊の課題となっています。 
 

また、学校は、地域コミュニティの核として、より開かれた学校づくりを推進

するための環境整備が求められているとともに、地域防災の拠点として、地震等

災害時には広域避難所ともなる施設です。東日本大震災を経て、学校施設の災害

時への対応について一層の強化が求められています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

総便器数 和式便器数 洋式便器数 洋式化率

小学校（全２５校） 1,626 1,224 405 24.9%

中学校（全１１校） 761 623 138 18.1%

合計 2,387 1,847 543 22.7%

（平成24年3月時点）

小中学校のトイレの洋式化の状況

 

小中学校建物の築年数

30年未満
31.1%

50年以上
2.2%

40年～50年
25.4%

30年～40年
41.3%

 

（平成24年3月時点）

経過年数 棟数 割合

建築後50年以上 3 2.2%

建築後40年以上50年未満 35 25.4%

建築後30年以上40年未満 57 41.3%

建築後30年未満 43 31.1%

計 138 100.0%  
◆建物は校舎と屋内運動場を指す。
◆建築後30年以上経過した建物は95棟であり、
　138棟全体の68.9％
◆昭和40年代から50年代に建築された建物は
　小学校72棟、中学校34棟の合計106棟であり、
　138棟全体の76.8％

 

◆車椅子対応型トイレは、小学校11校の計21箇所、
　中学校7校の計16箇所に整備
◆車椅子対応型トイレは、従前、日常使用する
　児童生徒の身体的理由により必要な場合や、
　大規模なトイレ改修の際に整備
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◎生きる土台としての確かな学力を持った子ども 

  目的意識を持って主体的に学習に取り組み、基礎的・基本的な知識や技能を習得し、

問題を解決する力などの「学ぶ力」。また、その習得した力を基に自由に発想し、考

えたり表現したりする活動を通して、実生活の場で活用・探求していく「創る力」。

さらに、それらの力を土台にして、子ども自身を取り巻く環境を構成している人や自

然などのあらゆる事象に興味・関心を持ち、意欲的な関わりを通じて、それらを理解

し、共生していこうとする「関わる力」の３つの力を育成します。 
 
◎多くの人々との関わりで育まれる豊かな心を持った子ども 

 人としての優しさ、愛情、真心などの「温かい心」、思いやり、寛容な心、人の役

に立とうとする心などの「広い心」、困難を乗り越え、何事にも挑戦する強い心など

の「燃える心」の３つの心を持った子どもを育成します。 
 
◎元気な心と健やかな体を持った子ども 

  未来を拓いていく力を持つためには、健やかな体が必要になります。そのため、生

きる上での基本である望ましい食習慣を身に付けさせます。また、日頃から体を動か

す習慣を身につけさせ、基礎体力を育みます。体だけではなく、元気な心を持つこと

で何事も前向きに取り組むことができるようになることから、元気な心と健やかな体

を持った子どもを育成します。 

Ⅲ 

３つの心と３つの力を持った 

「未来を拓くたくましい子ども」 

小田原市がめざす子どもの姿 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  

    

  

  
未来を拓く 
たくましい 
子ども 

元気な心と 

健やかな体  

多くの人々 

との関わり 

で育まれる 

豊かな心 

  

郷土を愛し、 

大切にする想い 
 

  

生きる土台と

しての確かな

学力 
  

おだわらっ子の 

約束を実践 
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◎郷土を愛し、大切にする想いを持った子ども 

 小田原は、酒匂川のつくり出した足柄平野を中心に、西は箱根火山、東は大磯丘陵、

南は相模湾に面している等、豊かな自然環境に恵まれています。さらに、旧石器時代

から人が住んでいた痕跡が見つかっていることから脈々と人の営みが続いているこ

とがわかる歴史があります。この身近な自然と歴史を子どもたちに伝え、そこから新

しい未来を拓く力を育成します。 
 
◎おだわらっ子の約束を実践する子ども 

 本市には、平成 19 年に制定した「おだわらっ子の約束」があります。これは、小

田原の子どもも大人も、みんなでともに守っていきたいルール、子どもたちに身につ

けてほしいことなどを「おだわらっ子の約束」という「ことば」にして、地域ぐるみ

で子どもの健全育成が進められるようにしたものです。子どもたちが守るべきルール

や行動目標が、家庭、地域、学校等の共通理解のもとに徹底され、教育の行き届いた

まちをめざす「小田原市教育都市宣言」の理念の実現を図っていくため、おだわらっ

子の約束を実践する子どもを育成します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
一 

早
寝
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早
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は

や

お

き
し
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が

お

で
あ
い
さ
つ
し
ま
す 

三 

「
あ
り
が
と
う
」
「
ご
め
ん
な
さ
い
」
を
言い

い
ま
す 

四 

人ひ
と

の

話
は
な
し

を
き
ち
ん
と
聞き

き
ま
す 

五 

も
っ
た
い
な
い
こ
と
を
し
ま
せ
ん 
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せ
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本市がめざす子どもの姿である「３つの心と３つの力を持った 未来を拓くたくまし

い子ども」を実現するためには、学校、家庭、地域・社会、行政が担うべき役割があり

ます。それぞれの役割は、単独で担うのではなく、それらが協働して子どもたちを支え

ることが必要です。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３つの心と３つの力を持った 

未来を拓くたくましい子ども 

地域・社会の役割 

・子どもが安心して生活

できるような地域社会

をつくります。 
・地域の特徴を生かし、

子どもを学校と連携し

て育てます。 
・地域の伝統文化を子ど

もに継承し、地域の将

来を担う人材として子

どもを育成します。 

家庭の役割 

・愛情と安定感を持って

子どもの心身の健康と

成長及び生活習慣を育

みます。 
・生活を通して、善悪の

判断など、規範意識の

基礎を育てます。 
・家庭で学習する習慣を

子どもに身に付けさせ

ます。 

学校の役割 

・子どもの豊かな心の育

ちを願い、生涯学習の

基礎・基本を培います。 
・校長のリーダーシップ

のもと、教職員全員が

情熱と愛情を持って指

導力を発揮します。 
・家庭、地域・社会と連

携し、子どもを育成し

ます。 

行政の役割 

・学校とともに、子どもの学習環境を常に改善していきます。 
・学校、家庭、地域・社会の連携を図り、その取組を支援していきます。 
・教育委員会だけなく、市役所の他の部局や関係機関と連携しながら、教育行政を推

進します。 
・施策の推進にあたっては、的確な情報の収集と発信を行います。 

 
 
 

 

 

 

Ⅳ 学校、家庭、地域・社会、行政の基本的な役割 
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本市がめざす子どもの姿である「３つの心と３つの力を持った 未来を拓くたくまし

い子ども」を実現するために、3 つの基本方針を定めました。 
 
 

１ 社会を生き抜く力の養成 

 子どもたちが将来、小田原の地域社会を担う人材となって活躍するためには、「確か

な学力」「豊かな心」「健やかな体」を子どものときに身に付ける必要があります。その

ためには、確かな学力を身に付けさせるための教育内容・方法を充実させ、時代の変化

に対応した教育を推進します。また、就学前の幼児教育の充実を図ります。 
 

 さらに、豊かな心を育成するために、道徳教育を推進し、生徒指導を充実させます。

また、健やかな体の育成のため、学校保健及び学校給食の充実を図り、食育を推進し、

児童生徒の体力・運動能力の向上を図ります。 
 

２ 小田原ならではの教育スタイルの確立 

 子ども一人一人の幸せと成長を願い、「地域一体教育」と「幼保・小・中一体教育」

を未来へつながる園・学校づくり推進のための教育環境として位置付け、子どもの学び

と育ちを地域ぐるみで支えます。 
 

また、障がいのあるなしに関わらず子どもが共に学ぶことは、同じ社会を生きる人間

として、互いを正しく理解し、共に助け合い、支えあって生きていくことの大切さを学

ぶためにも重要です。少人数学級や各種支援スタッフのさらなる充実を図るとともに、

通常の学級、通級による指導、特別支援学級など、一人一人の教育的ニーズに応える多

様で柔軟な学びの場を提供します。 
 

小田原は、山も川も海もある豊かな自然に恵まれています。さらに古代から連綿と続

く歴史があります。また、北条早雲をはじめとする小田原北条氏、二宮尊徳など、誇る

べき郷土の偉人がいます。小田原の子どもたちが豊かな自然環境や歴史・文化から、様々

な学びや体験学習を通して豊かな感性を養い、健やかに育っていく小田原ならではの教

育を推進します。 
 

 平成 19 年に制定した「おだわらっ子の約束」は、学校、家庭、地域・社会で子ども

たちの健全育成を進めるためのものです。小田原ならではの教育の一環である「おだわ

らっ子の約束」を子どもたちが身に付けて実践できるようにします。 
 
 
 
 
 

Ⅴ ３つの基本方針 
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３ 教育環境の整備・改善・充実 

 子どもたちが未来への夢や希望を抱き、心身ともに健やかに成長するためには、安

心・安全な教育環境はもとより、多様な可能性を伸ばす教育環境を整備することが必要

です。そこで、老朽化した学校施設の整備と改善を行うとともに、新たな時代に対応し

た「ＩＣＴ環境の整備」や「学校図書館の環境整備」、子どもたちの健康・体力づくり

に寄与できる「快適な学校環境の整備」に積極的に取り組んでいます。 
 

 また、東日本大震災を受け、学校は地域の防災拠点としての機能の充実が求められて

います。災害時、広域避難所に位置付けられていることから子どもはもちろんのこと、

市民の安全安心のためにも学校の災害対策を進めます。さらに、開かれた学校づくりを

推進するための地域の核としての教育環境整備なども今後計画的に行います。 
 



計画体系図 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標 基本施策 

①学ぶ意欲を高め、確かな学力の定着をめざ

した授業の展開 

②個に応じた学習指導の充実 
1 確かな学力の向上 

③家庭学習の推進 

①道徳教育の充実 

②人権教育の充実 

③情操教育の充実 

④読書活動の充実 

2 豊かな心の育成 

⑤児童生徒指導の充実 

①学校体育・部活動の充実 

②学校保健の充実 3 健やかな体の育成 

③食育の推進、学校給食の充実 

①幼児教育の充実 

②子育て支援の充実 4 
幼児教育（就学前教

育）の推進 
③幼保一体化の検討 

①キャリア教育の推進 

②環境教育の推進 

③多文化理解教育と伝統文化に関する教育

の推進 

④情報教育の推進 

5 
これからの社会に対

応した教育の推進 

⑤防災教育の推進 

①支援教育の充実 

②登校支援の推進 

③教育相談体制の充実 
6 

様々な教育的ニーズ

に対応した教育の推

進 
④家庭への支援 

①地域一体教育の推進 

②幼保・小・中一体教育の推進 7 
未来へつながる学校

づくりの推進 
③小田原のよさ（特性）を生かした学習の推進 

①教職員の指導力の向上 

②子どもと向き合う時間の確保 

③教育課題を明らかにする調査・研究の推進 
8 

教職員の資質の向上

とよりよい教育体制

の確立 
④教育課程の改善・充実 

①安全で快適な学校環境の整備 

②学校ＩＣＴ化の推進 

③学校安全の推進 
9 

教育環境の改善・充

実 

④災害対策の強化 

①教育委員会の機能の充実 

②情報提供の充実と市民ニーズの把握 10 
教育的効果を高める

教育行政の推進 
③よりよい教育行政の推進 

めざす 

子どもの姿 

３
つ
の
心
と
３
つ
の
力
を
持
っ
た 

未
来
を
拓
く
た
く
ま
し
い
子
ど
も 

基本方針 

２ 小田原ならでは

の教育スタイル

の確立 

３ 教育環境の 

整備・改善・充実 

 

１ 社会を生き抜く 

力の養成 

18 



 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ⅵ 施策の展開 
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基本目標１ 確かな学力の向上 
 

 

 

 

 

 

現状と課題 

● 児童生徒が基礎的・基本的な知識・技能や、思考力・判断力・表現力、主体的

に学習に取り組む態度などの「確かな学力」を身に付けるために、教育内容・

方法の一層の充実を図る必要があります。各学校が児童生徒の学習の状況を把

握して、成果と課題を明らかにし、計画的・組織的に取り組むことが大切です。 

● 本市では、平成 25 年 3 月に「おだわらっ子学力向上プラン」を作成しました。

本プランでは、全国学力学習状況調査などの調査結果や、教員・保護者への聞

き取り等をもとに、児童生徒の学力の実態を把握・分析し、学力向上策を提案

しています。提案とともに具体的な実践事例を紹介することにより、教育委員

会、学校、家庭、地域がそれぞれの役割において、具体的に取り組んでいける

ようにしています。 

● 市推薦研究委託事業や各校独自の取組を通して、児童生徒の「学び合い」を中

心にした授業を展開するとともに、様々な意識調査をもとに一人一人の学習に

関する実態を把握し、指導の改善に努めています。 

● 基礎的な知識や技能の習得の個人差への対応が求められています。個に応じた

指導の充実を図るとともに、放課後や長期休業時の過ごし方や家庭学習の改

善・充実を図る必要があります。また、学習に一層の努力を要すると判断され

る児童生徒への支援とともに、進んでいる児童生徒の確かな学力を一層伸ばす

取組も求められています。 

● 幼稚園・保育所などから小学校そして中学校へと、環境の変化に伴う子どもた

ちの不適応を解消し、個に応じた指導を推進するため、少人数指導やティーム・

ティーチングなどのきめ細かな指導が求められています。 

● 平成 23 年に小学校 1 年生の 35 人以下（少人数）学級編制が法制化されました。

法制化が見送られた小学校２年生の少人数学級編制ですが、平成 24 年度から教

員の加配による対応で実施されています。 

● 児童生徒の家庭における基本的な生活習慣や学習習慣の確立が不十分であるこ

とが、児童生徒の学習意欲や気力体力の低下の一因とも指摘されています。学

校と家庭が連携し、生活習慣や学習習慣を形成することが必要です。 

児童生徒一人一人に、確かな学力を身に付けるため、個に応じたきめ細かい指導

を推進します。 

学校・家庭・地域が連携し、児童生徒の学ぶ意欲を育み、学習習慣を形成します。 
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基本施策１－① 学ぶ意欲を高め、確かな学力の定着をめざした授業の展開 
 

○各校の実態や特色を生かした学力向上プランを推進します。 

各校の実態や特色を生かした学力向上プランを作成して「確かな学力」の定着に、

組織的・計画的に取り組んでいきます。各校のプランに基づき、めざす子どもの姿

やつけたい力を明確にした授業を展開します。また、学校は各校のプランを公開し、

保護者や地域の理解と協力のもと、児童生徒の学力の向上をめざします。 
○授業研究の質的な充実に努めます。 

学習指導要領に基づき、児童生徒が「わかる・できる・考える」授業、互いに学

び合い、高め合う授業づくりを進めます。そのために、指導と評価の一体化*や児

童生徒の学ぶ意欲を高める授業のあり方などについて研究し、指導の工夫改善に努

めるとともに、研究成果を他の学校や市民に広く公開できるよう取り組んでいきま

す。 

 
 
 
 
 
 
 
基本施策１－② 個に応じた学習指導の充実 
 

○きめ細かい指導の充実を図ります。 

学級を複数に分け、人数をより少なくして指導する少人数指導やティーム・ティ

ーチング指導を推進し、少人数指導の充実に努めます。 
小学校 3 年生以上の 35 人以下学級編制については、今後の国･県の動向に沿っ

て柔軟に進めていきます。 
スタディ・サポート・スタッフ（ＳＳＳ)や個別支援員、日本語指導者等の教員

を補助する人材を配置し、子どもの学習面や生活面をきめ細かくサポートできるよ

う取り組みます。配置人数・学年の拡大の検討や資質の向上等に努めていきます。 
○児童生徒の学習状況を把握し、学習指導を改善・工夫します。 

全国学力学習状況調査や児童生徒の学習意欲・学習習慣等の意識調査、児童生徒

による授業評価や日常的な学習評価などを、日々の指導や各校の学力向上プランに

反映させます。 
「おだわらっ子学力向上プラン」では、各種調査等をもとに市の児童生徒の学習

状況を分析し、学力向上策の方向性を見直しながら、具体的な取組を提案します。 
各校が児童生徒の学習状況を的確に把握するための支援の充実を図ります。 

○児童生徒の学力向上に向けた、学校と地域の連携を推進します。 

児童生徒一人一人の学習意欲の向上や、学習習慣、学習内容の定着を図るために、

スクールボランティアや地域との連携を推進します。学校の教育課程の中での学習

支援や体験活動の充実はもとより、放課後や週末、長期休業時に、児童生徒が様々

 
・各校独自の学力向上プランの作成・公開【各校】 
・市推薦研究委託事業【各校・教育指導課】   ・校内研究の充実【各校】 
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な体験活動や発展的な学習、補充的な学習に取り組める環境づくりを進めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基本施策１－③ 家庭学習の推進 
 

○家庭学習を支援し、習慣づける取組を推進します。 

児童生徒の「確かな学力」の定着と学習習慣の形成に向け、小中学校間の連携・

学校と家庭との連携を踏まえた「家庭学習の手引き」や基礎的・基本的な学習内容

の定着を図る「おだわらっ子ドリル」を作成し、家庭学習への支援を推進します。 
○家庭での読書活動を推進します。 

児童生徒の言語力や思考力・判断力・表現力等を高めるために、家庭学習におけ

る読書活動や新聞を活用した学習の推進に取り組みます。学校司書や図書ボランテ

ィア、市立図書館と連携した取組を推進するとともに、家庭への啓発に努めます。 
 
 
 
 
 
 
 

 
・少人数学級編制【教育指導課】    ・個別支援員の配置【教育指導課】 
・スタディ・サポート・スタッフの配置【教育指導課】 
・日本語指導者の派遣【教育指導課】 
・「おだわらっ子学力向上プラン」の推進【教育指導課】 
・地域、スクールボランティアとの連携の推進【各校・教育総務課・教育指導課】 
・児童生徒の学習意欲・学習習慣に関する調査・分析【教育指導課】 

 
・家庭学習の手引きの作成【各校・教育指導課】 
・「おだわらっ子ドリル」の作成【教育指導課】 
・学校司書や図書ボランティア、市立図書館との連携の推進【教育指導課・図書館】 
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基本目標２ 豊かな心の育成 

 
 
 
 
 
 
 

現状と課題 

● 核家族化や都市化、情報化の進行や価値観の多様化は、子どもの心の面での発達に

も影響を与えており、自尊感情や生命尊重の心の乏しいこと、基本的な生活習慣の

確立が不十分であること、規範意識の低下、人間関係を築く力や社会参加の意欲の

低下などが指摘されています。これらの課題の解決に向け、道徳教育を学校全体で

推進していくことや、発達の段階に応じ学校内外を通じて児童生徒の多様な体験活

動の充実を図ることが求められています。 
● 様々な考え方や価値観を持つ人々が、共に尊重し合う平和で豊かな社会の実現に向

けて、学校では人権教育に取り組んでいますが、いじめや暴力などの人権に関わる

問題が後を絶たない状況に未だあることは残念なことです。誰もが人として大切に

され、共に生き支え合う学校や社会をつくっていくために、学校教育全体を通した

人権教育のさらなる推進が求められています。 
● テレビやインターネット等の様々な情報メディアの発達と普及、子どもの生活環境

の変化、幼児期からの読書習慣の未形成等により、子どもの「読書離れ」が指摘さ

れていますが、子どもの感性を磨き、想像力を豊かにし、言葉を通した表現力や理

解力を高め、人としてよりよく、より豊かに生きていこうとする心情を育むには、

読書は欠くことのできないものです。読書離れが進む中で、学校図書館には子ども

の読書活動の推進において、大きな役割を果たすことが求められています。 
● 本市では、児童生徒の読書活動の推進に向け、平成 23 年度より学校司書を配置し、

学校司書・教職員・図書ボランティアが連携した取組が進められています。 
● 児童生徒のいじめや暴力行為、不登校等への対応は、本市においても喫緊の課題と

なっています。こうした問題行動の未然防止に向けては、一人一人の居場所があり

安心して学校生活を送ることができる、魅力のある学校を作っていくことが何より

大切です。そのために学校では、豊かな人間関係づくり、体験活動の充実、児童会・

生徒会活動の充実、支援体制の確立、家庭や諸機関との連携など、各校の創意工夫

を生かした取組が進められており、今後も一層の推進が求められています。 
● いじめはどの学校でも、どの子にも起こり得ることとらえ、全ての関係者が、その

兆候をいち早く把握して迅速な対応をすること、学校だけでなく、教育委員会、家

庭・地域の連携を強化し対処していくことが重要です。 
● 不登校児童生徒については、個別の相談や支援を通し、集団の中で適応できるよう

にすることが必要であり、そのためには一人一人の実態を把握し、個々に応じた支

援のあり方や適切に対応するための体制づくりを充実させていかなければなりませ

様々な人との関わりや体験活動などを通して、自らを律しつつ、他者と協調し、

人を思いやる心や感動する心などを持った豊かな人間性を育成します。 

社会の一員としての責任を自覚し、豊かな人権感覚を持って行動する力やコミュ

ニケーション能力等を育成します。 
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ん。また、新たな不登校を生まない未然防止の取組と、兆候が見られた際の早期発

見･早期対応の取組も重要です。 
● 本市ではスクールカウンセラーやハートカウンセラー、不登校生徒訪問相談員等、

児童生徒や、学校・家庭を支援する人的環境の整備に努めています。 
 

 

 

基本施策２－① 道徳教育の充実 

 
 ○道徳教育の充実を図ります。 

道徳教育の全体計画をもとに、道徳の時間を要とし、各教科・領域との密接な関

連を図りながら、意図的・発展的に道徳教育を推進します。その中で、児童生徒に

思いやりの心や規範意識、地域の中で夢を持って生きていく力などを育むため、積

極的に外部指導者の活用を図るとともに、社会、自然、環境、地域の中での体験活

動を充実させます。また、地域を活動のフィールドとして、親や教職員以外の大人

や、異年齢の子どもたちと関わりながら実体験を伴った学習を充実させます。 

 ○「おだわらっ子の約束」を推進します。 
子どもの基本的な生活習慣の定着と、規範意識や公共の精神を育むため、「おだ

わらっ子の約束」の家庭や地域への一層の普及を図るとともに、園・学校、家庭・

地域が一体となって子どもの「おだわらっ子の約束」を実践する態度を育てる取組

を推進します。 
 
 
 
 
 
 
 
基本施策２－② 人権教育の充実 

 
 ○人権教育の充実を図ります。 

子どもたちの「自らを律しつつ、他者とともに協調し、他者を思いやる心」や「命

や人権を尊重する心」の育成をめざし、人権教育の推進を図ります。 

 様々な人権課題について、発達に応じて学習を進め、すべての人が尊重され、差

別のない社会の実現に向けた実践的な態度を育成します。 
 また、児童生徒が自他の生命を尊重し、世界の国や人々と共生していこうとする

態度を育むために、各教科や領域と関連した平和教育を推進します。 
 ○啓発活動を推進します。 

教職員に対して、「人権教育研修講座」や「人権教育校内研修会」を開催し、教

職員一人一人の人権意識を高めます。また、希望する学校においては、児童生徒や

保護者を対象に「人権移動教室」を開催するなど、人権尊重の精神を育む取組を推

 
・道徳教育の充実【各校】  
・「おだわらっ子の約束」の推進【各園・各校・教育総務課・教育指導課】 
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進します。 

 
 
 
 
 
 
 

 

基本施策２－③ 情操教育の充実 

 
 ○質の高い芸術や豊かな自然にふれる体験を充実させます。 

「おだわらっ子ドリームシアター」や芸術家の小中学校訪問、集団宿泊体験など

を通して、豊かな情操や創造性を育む取組を推進します。 
 ○行事や部活動を支援します。 

市内小・中学校音楽会や美術展等の、児童生徒の豊かな感性を育てる行事や部活

動を支援します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基本施策２－④ 読書活動の充実 

 
 ○読書活動を推進します。 

「小田原市子ども読書推進計画」に基づいて、学校・家庭・図書館等が連携し、

児童生徒の発達段階に応じた読書活動を推進します。 

学校司書や図書ボランティアと連携した読み聞かせやブックトーク、図書の紹介

等により、児童生徒の読書に対する意欲と関心を高めるとともに、朝読書の取組や

家庭での読書の推進により、読書習慣の定着を図ります。 

 ○学校司書配置を推進します。 
各学校に学校司書を配置し、児童生徒・教職員に対する読書相談や、図書の紹介

の作成、学習と関連させた図書の配置、蔵書のデータベース化等、学校図書館環境

の充実に努めます。 
 ○学校図書室の環境整備に努めます。 

小田原ならではの教育環境づくりの一環として、地場産材による内装の木質化や

 
・人権教育の充実【各校】     ・人権教育研修会【教育指導課】 
・人権移動教室【教育指導課】 
・学校訪問講話会～戦時下の小田原を知ろう～の開催【各校・総務課】 

 
・おだわらっ子ドリームシアター【教育指導課】 
・小学校音楽会、中学校音楽会、中学校美術展の開催【各校・教育指導課】 
・芸術文化普及啓発事業【文化政策課】 
・自然観察会の開催【教育指導課】    ・宿泊体験学習の実施【各小学校】 
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空調設備、ＩＣＴ環境の整備など利用し易く居心地の良い空間づくりを推進します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
基本施策２－⑤ 児童生徒指導の充実 

 
 ○生徒指導体制の充実を図ります。 

生徒指導に関する専門的・実践的研修の実施など教職員の指導力の向上を図ると

ともに、必要としている中学校へ生徒指導員を派遣し、子どもの心に十分に寄り添

い、思いを受け止め、抱えているストレスを和らげ、よりよい学校生活について生

徒が前向きに考えられるような機会を増やすなど、生徒指導体制の充実を図ります。 

また、学校と警察、青少年相談センターとが連携し、児童生徒の健全育成を図り

ます。 
 ○教育相談の充実を図ります。 

 相談窓口として、教育相談員と心理相談員を配置します。保護者を含む市民から

のいじめや不登校など様々な相談に対応します。電話相談だけでなく来所相談や家

庭訪問しての相談活動を行ったり、相談の内容によっては学校や児童相談所、警察、

病院など様々な関係機関と連携したりして、相談体制の充実を図ります。 
 ○いじめ・暴力行為・不登校の未然防止に努めます。 

 児童生徒の様々な問題行動の未然防止に向けては、それぞれの学級・学校におい

て、児童生徒一人一人に居場所があり安心して生活できるような環境が整えられて

いることが何より大切です。 
そのために、児童生徒との定期的な面談を実施することに加え、学級集団の状態

や児童生徒の意識を多面的にとらえることができる心理検査を実施し、客観的なデ

ータに基づく状況判断を参考にしながら、児童生徒一人一人にあった適切な対応が

できるよう努めます。 
また、第三者的な相談員として、中学校にスクールカウンセラー、小学校にハー

トカウンセラーを配置し、児童や保護者の悩みの相談、地域と学校の連携の支援、

その他の学校教育活動の支援を行うことで、児童生徒や保護者の心の安定を図りま

す。 

 
 
 
 
 
 

 
・学校司書の配置【教育指導課】   ・学校図書室の環境整備【教育総務課】 
・図書館子どもクラブ、一日図書館員、図書館たんけん隊の拡充【図書館】 
・「ティーンズ通信*」「読書週間おすすめの本」の配布【各校・図書館】 

 
・生徒指導員の派遣【教育指導課】 ・学校警察連携制度の運用【各校・教育指導課】 
・教育相談員の配置【教育指導課】 ・登校支援強化事業【教育指導課】 
・スクールカウンセラーの派遣【教育指導課】 
・ハートカウンセラー相談員の派遣【教育指導課】 
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基本目標３ 健やかな体の育成 

 
 
 
 
 
 
 
現状と課題 

● 子どもを取り巻く社会環境の変化により、子どもの外遊びの機会や運動・スポーツ

をする時間が減少したことから、子どもの体力・運動能力が低下する傾向にあるこ

とが全国的な課題となっており、本市においても同様な状況となっています。 
● 生涯にわたって、運動やスポーツに主体的に取り組む資質や能力の育成をめざし、

体育学習や体育的行事、部活動等の充実を図ることが求められています。 
● 本市では「新体力テスト」の実施により、児童生徒の体力に関する実態を把握し、

体育・スポーツ活動等の指導や教育行政上の基礎資料としています。 
● 小学校体育大会等の行事や中学校の運動部活動の活性化支援等により、児童生徒の

体力の向上に努めています。 
● 感染症やアレルギー疾患、メンタルヘルスなどの児童生徒の現代的健康問題は多様

化、深刻化する傾向にあり、これらに適切に対応する必要があります。 
● 薬物乱用、飲酒や喫煙、性に関する問題行動、生活習慣病など、児童生徒の心身に

関する問題が数多く指摘されています。児童生徒に生涯を通じて自らの健康を管理

し改善していく力を身に付けさせる必要があります。 
● 日常の健康観察、学校における感染症の予防、定期健康診断や学校環境衛生検査の

実施等を通して、児童生徒の健康の保持増進に努めています。 
● 偏った栄養摂取、朝食の欠食等の食生活の乱れにより、肥満、そう身傾向にある児

童生徒の増加や生活習慣病発症の低年齢化などの問題が指摘されています。望まし

い生活習慣や食習慣を身に付けさせるため、児童生徒への食に関する指導の充実が

喫緊の課題となっています。 
● 学校給食は、学校における食育推進の生きた教材です。また、仲間と和やかに食事

をすることは、豊かな心や望ましい人間関係を育成する上でも大切な役割を果たし

ています。 
● 安全で安心な学校給食を実施するためには、学校給食衛生管理基準に基づき、調理

従事者への衛生管理指導の徹底、学校給食施設の整備と適正な管理が求められてい

ます。 
 

教育活動全体を通して体育・スポーツを推進し、生涯を通じて運動やスポーツに

取り組む資質や能力を育みます。 

自らの健康に対する意識を高め、心身ともに健康な生活を送るために必要な知識

と、基本的な生活習慣を培う取組を推進します。 
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基本施策３－① 学校体育・部活動の充実 

 
 ○学校体育の充実に努めます。 

 文部科学省の実施要項に基づいた「新体力テスト」を実施し、子どもの体力・運

動能力の現状を把握し、体育・スポーツ活動等の指導や教育行政上の基礎資料とし

て、広く活用します。 
 ○学校行事・部活動を支援します。 

 市内小学校 6 年生すべての児童の参加による小学校体育大会を城山競技場にお

いて開催しています。陸上種目や表現運動を通して、児童間の交流を図るとともに、

大会参加に向けての練習に取り組むことにより、児童の体力を増強し、基本的な運

動能力を高め、たくましい心身の育成をめざします。 
 また、生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動においては、専門性を

生かした指導を要するため、教職員の指導をサポートする部活動地域指導者を派遣

し、部活動の充実を図ります。 
 ○体育施設・用具の充実に努めます。 

 児童生徒が体育の学習やスポーツ活動に安全に取り組むことができるよう、跳び

箱やマット、柔道用の畳等の体育施設・用具の充実に努めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基本施策３－② 学校保健の充実 

 
 ○学校保健の充実を図ります。 

日常の健康観察、定期健康診断を実施するとともに、早期発見・早期治療が特に

必要とされる腎疾患・心疾患・せき柱側わん症については、精密検査と専門医によ

る判定会を開催し、健康管理体制の充実に努めます。 

食生活の乱れや運動不足等などから、子どもが生活習慣病にならないよう、学校、

家庭、医療機関が連携し、生活習慣の改善や食生活の見直し及び体力の向上に努め

ます。 

事故防止のための安全教育を充実するとともに、万が一の事故に際して災害賠償

補償制度を活用するなど、安全管理体制の充実を図ります。 

 ○保健教育を推進します。 

性情報の氾濫などにより、性に対する関心や性衝動の発現が早期化の傾向にある

ため、学校医や養護教諭等による性教育検討委員会において、学校現場、医療現場

の実際を踏まえた指導のあり方等について協議します。また、生徒、保護者を対象

 
・新体力テストの実施【各校・教育指導課】 
・部活動地域指導者の派遣【教育指導課】 
・小学校体育大会の開催【各校・教育指導課】 
・体育施設・用具の充実【教育総務課・教育指導課】 
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に講演会を開催し、性に対する正しい知識と感染症に対する知識の普及を図るとと

もに、命の大切さを思う心を育みます。 

喫煙・飲酒・薬物乱用防止教育を推進し、正しい知識や飲酒や喫煙などの怖さを

伝え、健全な身体づくりを推進します。 

「感染症対策マニュアル」を基に、学校における新型インフルエンザ等の蔓延を

防ぐことができるよう、教職員や児童生徒、保護者に対して、予防対策を推進する

とともに、発生時の危機管理体制を徹底します。 

虫歯・歯肉炎等、歯科疾患対策の一環として、口腔衛生の向上など歯科保健の進

展を図る目的で、よい歯の学校・図画ポスター・標語コンクールを開催します。ま

た、小学校 1 年生を対象に、歯科刷掃指導を行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 

基本施策３－③ 食育の推進、学校給食の充実 

 
 ○食に関する指導の充実を図ります。 

各校の食育年間指導計画をもとに、栄養教諭や学校栄養職員の専門性を生かした、

食に関する授業の充実を図ります。 
子どもたちが、栽培や収穫体験、給食残菜の堆肥化等の取組を通じて、生命、自

然環境、食物に対する理解を深めるとともに、日々の食に対する感謝の念を育みま

す。 
食に対する意識を高める効果のある「弁当の日」について、各中学校においての

実施を検討します。 
親子料理教室、学校給食展や食育講演会などを開催し、成長期の子どもに望まし

い食習慣を身に付けさせることの大切さを、子どもたちの家庭に対して啓発します。 
 ○学校給食の充実を図ります。 

地場産物を活用した献立や米飯給食の実施を増やし、栄養バランスのとれた魅力

ある学校給食をめざします。また、郷土食や伝統料理などの食文化を継承した、小

田原ならではの献立作りを推進します。 
   一部直営で実施している学校給食調理業務については、今後も委託化を進め、給

食内容の充実及び運営経費の削減を図ります。 
   学校給食に係る事務の透明性の向上や、学校の事務負担の軽減等を考慮し、給食

費の公会計化の検討を進めます。 
 ○安全・安心な学校給食を提供します。 

学校給食の一層の安全・安心を確保するため、県の制度を活用し、学校給食用食

材や提供後の学校給食について、放射性物質検査を実施します。 

 
・幼・小・中学校定期健康診断事業【各園・各校・保健給食課】 

・腎疾患・心疾患・せき柱側わん症の精密検査の実施と判定会の開催【保健給食課】 
・性教育講演会の開催【保健給食課】   ・歯科保健事業の推進【保健給食課】 
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衛生管理の徹底を図るため、給食室の施設・設備の適正な管理を行います。 
給食業務における事故防止及び衛生管理の徹底を図るため、給食調理員や学校給

食関係者を対象とした研修を充実します。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・弁当の日の実施【各中学校・保健給食課・教育指導課】 
・食育啓発事業の推進【保健給食課】   ・地場産品の利用促進【保健給食課】 
・学校給食調理業務の委託化の推進【保健給食課】 
・学校給食用食材等の放射性物質検査の実施【保健給食課】 
・給食費公会計化の検討【保健給食課】 
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基本目標４ 幼児教育（就学前教育）の推進 

 
 
 

 
 
 
現状と課題 

● 人間関係の希薄化や家庭・地域の教育力の低下、親の子育てに対する考え方・幼児

教育に対するニーズの多様化など、幼児を取り巻く環境が大きく変化しています。

このような状況の中で、幼稚園や保育所では、子どもの発達に応じた教育、保育内

容の充実と家庭環境への支援、地域とのつながりや小学校との連携を大切にするこ

とが求められています。 

● 本市の幼稚園は、市立 6 園、私立 10 園、また、保育所は、市立 8 園、私立 23 園と

なっています。幼稚園や保育所を希望する子どものうち、4 歳・5 歳児の入園率は、

おおむね 100％となっています。また、雇用形態の変化により、近年、0 歳～2 歳

児の保育を希望する保護者は増加傾向にあります。 

● 国においては、「税と社会保障の一体改革」の一つの柱として、「子ども・子育て関

連 3 法」を制定し、すべての子どもたちに質の高い幼児教育・保育を保障するとと

もに、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進していくこととされました。今後、

新たな制度のもと、地域の実情を勘案し、国の動向を注視しながら、本市における

幼児教育の充実を図る必要があります。 

● 「認定こども園法」が一部改正され、「幼保連携型認定こども園」については、単一

の施設として、認可・指導監督が一本化されるとともに、学校及び児童福祉施設と

して法的に位置付けられました。また、幼稚園の主管行政庁が変更となり、幼稚園、

保育所とも本市の管轄となり、幼保の交流・連携が図りやすい環境となっています。 

● 本市においては、酒匂幼稚園で預かり保育を実施したり、地域へ園庭を開放したり、

子育て家庭への支援に取り組んでいます。 

● 平成 23 年度から、市立幼稚園にスクールボランティアコーディネーターを配置し、

家庭や地域との連携を強めています。これにより、幼児は様々な人々とふれあい、

様々な遊びや体験を通して、豊かな人間性を育んでいます。 

 

 

 

基本施策４－① 幼児教育の充実 

 
 ○教育内容の充実に努めます。 

 生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性を踏まえ、生活習慣の基礎

や規範意識が培われるよう支援するとともに、幼児一人一人の成長や発達に応じた

教育内容の充実を図ります。 

幼児の生活の連続性及び発達や学びの連続性を踏まえ、公立幼稚園・保育所（園）

及び私立幼稚園・民間保育所（園）における幼児教育のさらなる充実と、小学校、

家庭・地域との相互連携を推進します。 
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 ○幼児教育と学校教育との円滑な接続を推進します。 

「遊び」を通して「学び」を体験する幼児教育から、次の段階である小学校教育

へスムーズに適応できるよう、幼稚園・保育所と小学校の交流の機会を設け、共通

理解や情報の共有化を進めるなど、幼保・小の一層の連携を進めます。 

 ○公立幼稚園と私立幼稚園の連携を推進します。 

 本市の幼児教育の質の向上に向け、公私合同での研修会により教育内容の共通理

解や保育技術の向上を図るとともに、公立幼稚園で取り組んでいる、幼児教育の内

容の充実や課題の改善に向けた研究の成果が、市内の全ての幼稚園に還元できるよ

うに取り組んでいきます。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
基本施策４－② 子育て支援の充実 

 
 ○子育て支援の充実を図ります。 

 幼稚園、家庭、地域がそれぞれの役割と責任を果たし、子どものよりよい発達を

促すため、地域や子育て家庭といった、子育てに関わる人々と連携しながら、地域

の未就園児を含む保護者の教育力向上を支援します。地域へ向けて、園庭等の園の

施設を開放し、子育てに関する相談を受けたり、保護者同士のコミュニケーション

を図ったりできるよう取り組んでいきます。 
 公立幼稚園における 3 歳児保育の導入の検討や、預かり保育の充実に取り組むこ

とで、子育て家庭を支援していきます。 
 ○地域との交流を推進します。 

 地域の子どもと保護者を対象にした園庭開放や、福祉施設等の地域の施設や団体

との交流、スクールボランティア活動の活性化などを通して、幼児の健やかな育成

と園活動の充実に努めます。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
・教職員研修【教育指導課】       ・市幼稚園教育研究会の開催【各園】 
・幼保小連携推進事業【教育指導課】 
・幼保小の接続パンフレットの改訂【教育指導課】 
 

 
・預かり保育の拡充【教育指導課】  ・子育て広場支援事業【各園・教育指導課】 
・公立幼稚園での 3 歳児保育の導入【教育指導課】 
・地域、スクールボランティアとの連携の推進【各校・教育総務課・教育指導課】 
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基本施策４－③ 幼保一体化の検討 

 
 ○幼保連携型認定子ども園の設置について検討します。 

本市の保育ニーズや地域バランス等を勘案し、国の動向を注視しながら、幼保一

体化についての検討を進めます。 

 ○幼稚園と保育所の連携を推進します。 
保育の実践内容の交流や情報交換などを行う合同研修会や保育公開の開催、合同

（交流）保育等の取組を通して、幼稚園や保育所の連携を推進します。 
 
 
 
 
 
 
 

 
・認定子ども園の設置の検討【教育指導課・保育課】 
・幼保小連携推進事業【教育指導課】 
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基本目標５ これからの社会に対応した教育の推進 

 
 
 
 
 
 
現状と課題 

● 産業・経済の構造的な変化や雇用の多様化・流動化等を背景として、就職・就業を

めぐる環境は大きく変化しており、若者の離職率の高さも近年目立っています。そ

の変化の中で、職業意識・職業観の未熟さ、コミュニケーション能力や対人関係能

力などの社会人としての基本的な資質・能力の低下も懸念されています。また、将

来の自分の夢を描けず、学ぶ意欲が低下した子どもの増加も指摘されています。こ

うした状況のもとで、児童生徒が社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能

力や態度を育てる、キャリア教育の充実が求められています。 
● 国際化が進展する社会においては、国際関係や多様な文化を単に理解するだけでな

く、自らが国際社会の一員としてどのように生きていくかという主体性が求められ

ます。そのために、多様な文化やその文化を持つ人々を受け入れ共生しようとする

資質や態度、自らの国の伝統・文化に根ざした自己の確立、自らの考えや意見を発

信し具体的に行動することのできる態度や能力が児童生徒に身に付くよう取り組ん

でいく必要があります。 
● 社会の急速な情報化に伴い、学校教育においても「教育の情報化」が求められてい

ます。教科指導におけるＩＣＴの活用や、児童生徒が情報を適切に選択し活用して

いくための情報活用能力の育成、情報モラルに関する教育の充実に向けた取組の推

進が必要です。 
● 持続可能な循環型社会を実現するためには、次代を担う児童生徒が環境についての

理解を深め、環境を大切にする心を育むことが重要です。そのためには、2 つの観

点が必要となります。それは、1 点目に、人格の発達や、自律心、判断力、責任感

などの人間性を育むこと。2 点目に、他人との関係性、社会との関係性、自然環境

との関係性を認識し、「関わり」「つながり」を尊重できる個人を育むことが必要で

す。 
● 防災教育においては、児童生徒が「自分の命は自分で守る」意識を身に付けること、

また中学生においては、地域防災を担う一員であることの自覚と責任、そして行動

力が身に付くよう取り組んでいくことが求められています。 
● 平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災を受け、教育委員会では「学校における大規模

地震への対応*」を見直しました。それを踏まえ各学校においては、日頃の防災教育

及び津波対策を含めた避難訓練のあり方等、各校の防災計画の見直しを行い、防災

教育の推進に努めています。 
● 平成 18 年度に発行した「防災教育パンフレット」を平成 24 年 9 月に改訂し、内容

の充実を図りました。 

著しく変化する社会や環境の中において、これからの社会を生き抜くために必要

となる知恵や知識、ものごとを多面的に考えることのできる力、よりよく問題を解

決するために行動できる力などを児童生徒に育成する必要があり、そのために、学

校・家庭・地域が連携し、発達の段階に応じた教育を推進します。 
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基本施策５－① キャリア教育の推進 

 
 ○キャリア教育を推進します。 

 未来を拓く子どもたちが、現在や将来の生き方を考え行動する態度や能力と、望

ましい職業観や勤労観をそなえた社会人、職業人として自立できる資質や能力を育

成するために、発達の段階に応じたキャリア教育を推進します。学校の教育活動全

体を通じ、職業についての指導の充実を図るとともに、将来の夢や目標の実現に向

かって学習や生活に臨めるよう、計画的・組織的に取り組んでいきます。 
 ○地域人材・企業との連携を推進します。 

多くの児童生徒たちが職場で実務を体験することができるように、地域産業界と

連携・協力し各校の職業体験を支援します。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

基本施策５－② 環境教育の推進 
 

○環境教育の充実を図ります。 

 「小田原市環境基本計画」を踏まえ、地域の実態や子どもの発達の段階に応じて、

各教科や領域など、学校の教育活動全体を通じて、本市の特性を十分に活用し、環

境問題への理解を深める学習を推進します。 
児童生徒が生涯を通じて、単に知識を習得するだけでなく、日常生活の中で省資

源・省エネルギーの問題等に取り組むことができるよう、関係諸団体や行政機関等

が連携した学習機会の提供を促進します。 

○環境保全活動を推進します。 

学校現場での生ごみ堆肥化を推進し、花壇や学校農園で活用するとともに、夏の

暑さ対策としてのグリーンカーテンづくり等により環境改善に努めます。 

菜の花栽培から菜種油を作ることや、それらの廃食用油を軽油の代替燃料にする

こと、間伐体験やその材の利用から始まる山・川・海とつながる環境循環のあり方

を考えます。 

また、地域清掃、エコキャップ回収等のリサイクル活動など、実践的な環境保全

活動に取り組み、児童生徒に、環境を守っていこうとする意欲や実践的な態度を育

てます。 

 

 

 
・小中学校が連携したキャリア教育の推進【各校】 
・地域企業、産業との連携の推進【教育指導課】 
・地域、スクールボランティアとの連携の推進【各校・教育総務課・教育指導課】 
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基本施策５－③ 多文化理解教育と伝統文化に関する教育の推進 
 
 ○多文化理解教育と外国語教育の充実に努めます。 

 自分とは異なる文化や言語に触れることで、日本や小田原の文化や日本語の豊か

さに気付き、世界の多様な文化を理解し、国際社会の一員としてのグローバルな視

野とコミュニケーション能力を育成するために、外国語指導助手（ＡＬＴ）を配置

し、ＡＬＴと連携した多文化理解教育や外国語教育の内容の充実を図ります。 
 ○地域人材、諸機関との連携を推進します。 

 児童生徒が、日本の伝統文化への理解を深めたり、外国の文化や言語に親しんだ

りする学習を効果的に進められるよう、和服の着付けや和楽器の演奏、茶道や華道

など日本の伝統文化に関わる方や、外国籍・外国語に堪能な方などの地域人材や外

部人材、諸機関との積極的な連携を推進します。 
 ○教材・教具の整備に努めます。 

 伝統文化の学習に必要な教材や教具の整備を推進します。また、小中学校が連携

して取り組める効果的な外国語学習に関する教材の開発に取り組みます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
基本施策５－④ 情報教育の推進 
 
 ○情報教育を推進します。 

 児童生徒がＩＣＴ機器や情報通信ネットワークなどの情報手段に慣れ親しみ、基

本的な操作を身に付け、適切に活用できるようにするための学習活動を充実させる

とともに、ＩＣＴ機器を効果的に活用したわかりやすい授業の展開をめざします。

その為の環境整備に努めます。 
○情報モラル教育を推進します。 

 
・地域、諸機関と連携した環境教育、環境保全活動の推進【各校・関係機関】 
・「おだわらっこ☆エコアワード」【環境部】 
・省エネパンフレット配布＆出前講座開催事業【環境部】 
・未来へつながる学校づくり推進事業【各校・教育指導課】 

 
・ＡＬＴの配置【教育指導課】   ・外国語教材の作成【教育指導課】 
・地域人材・諸機関との連携の推進【教育指導課】 
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 児童生徒が発達の段階に応じて、情報モラルの必要性を理解し、情報に対する責

任について考え、望ましい情報社会をつくろうとする実践的な態度を育成する取組

を、学校と家庭とが連携して推進します。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
基本施策５－⑤ 防災教育の推進 
 
 ○発達の段階に応じた防災教育を推進します。 

 幼保・小・中連携による発達の段階に応じた防災教育を推進します。中学校では、

自分の命は自分で守ることに加えて、中学生が地域の一員として、救助や復興の担

い手になるよう、地域と連携しながら様々な取組を行っていきます。 
本市作成の、発達の段階に応じた防災教育用パンフレット「地震だ！そのときど

うする？」や、国や県などが作成したＤＶＤ・資料を活用し、災害発生時の行動や

心構えなど実践的な指導を行います。 
 ○避難訓練の工夫・改善に努めます。 

地震、火災、津波、風水害など、様々な事態にどう行動したらよいか、学校施設

を活用した宿泊を伴う避難所体験等の実践的な訓練を計画的・継続的に実施するこ

とで、災害時の判断力や行動力を養っていきます。また、地域や中学校区内の園や

学校が連携した避難訓練を実施していきます。 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
・校内ＬＡＮ環境の拡張と運用促進【教育総務課・教育指導課】 
・校務支援システム及び児童生徒用コンピュータ環境の整備と運用促進【教育総務

課・教育指導課】 
・情報教育研修会【教育指導課】   ・家庭への啓発活動【各校・教育指導課】 
・携帯電話・インターネットに関する安心･安全教室【各校・諸機関】 

 
・防災教育、避難訓練の内容の改善・充実【各校・防災対策課・地域政策課】 
・学校防災パンフレットの活用【教育指導課】 
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基本目標６ 様々な教育的ニーズに対応した教育の 

推進 

 
 
 
 
 
 
 
 
現状と課題 

● 障がいのある子どもと障がいのない子どもが共に学ぶことは、同じ社会に生きる人

間として互いを正しく理解し、共に助け合い、支え合って生きていくことの大切さ

を学ぶためにも重要です。 

● 障がいのあるなしにかかわらず、様々な課題を抱えた子どもたちは、学校生活の中

でその課題を克服するための支援を必要としています。中には、発達障がい等によ

り、学習や生活について特別な支援を必要とする子どももおり、その教育的ニーズ

は多様で、対応が大きな課題となっています。このような子どもたちの多様なニー

ズに対応するためには、子ども一人一人の行動上の問題だけでなく、教科学習や対

人関係の形成の状況、学校生活の適応状況など様々な観点から個々の実態をとらえ、

指導方法や指導体制の工夫を検討する必要があります。 

● 相談者は不安を抱え、勇気を持って相談してきます。そうしたことを十分に意識し、

様々な課題を抱えた子どもや保護者が、安心して相談できる体制を整えていく必要

があります。 

● 本市では、平成 15 年度より、酒匂小学校に専門的な相談・指導のキー・ステーシ

ョンとして特別支援教育相談室「あおぞら」を設置しています。「あおぞら」では、

市立幼稚園、小・中学校に在籍する様々な支援を必要とする子どもや、その教育に

関わる保護者、教職員の相談に教育相談員と心理相談員が対応し、発達検査や必要

な支援を行っています。また、教育指導課においても、平成 24 年度から新たに心

理相談員を配置し、相談体制の強化を図っています。 

● 様々な支援を必要とする子どもたちの増加、要因の複雑化などから、学校がこれら

の子どもたちへの対応に専門的な助言を必要とするケースも増えています。そこで、

本市では、関係機関との連携による「小田原市支援教育相談支援チーム」を派遣し、

校内支援体制への支援や特別な支援を必要とする子どもへの対応について、実践的

な支援を行っています。 

● ことばに課題があることによって、学習や生活の場面で、子どもの成長に色々なか

たちで影響を及ぼす場合があります。発音が苦手であったり、話しことばのリズム

につまづきがあったりする児童に対して、そうした課題を改善するために、本市で

は新玉小学校と下府中小学校に言語障がい通級指導教室「ことばの教室」を設置し

子ども一人一人の適性に応じて適切な指導や必要な支援を行うことにより、それ

ぞれの持てる力を高める教育を推進します。 

様々な教育的ニーズに対応できる支援体制を整えるとともに、教育相談機能の充

実を図ります。 

子ども一人一人の健やかな発達を支える家庭の教育力向上を支援します。 
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ています。また、自分の気持ちを上手に表現することができなかったり、友だちと

の関わりがうまくできなかったりする児童に対して、コミュニケーション能力を高

め、社会性を育てるために、本市では酒匂小学校と足柄小学校に情緒障がい児通級

指導教室「コミュニケーションの教室フレンド」を設置しています。 
 
 
 
基本施策６－① 支援教育の充実 
 
 ○支援体制の充実に努めます。 

様々な課題を抱えた子ども一人一人に対して、それぞれの教育的ニーズに応じた

支援を行います。そのために、教職員等の指導力向上を図るとともに、必要な人的

配置を行い、幼稚園及び学校全体で組織的な支援が出来るように園内・校内支援体

制の充実を図ります。 

市立幼稚園・小・中学校の特別支援学級及び通常の学級に在籍する特別な配慮を

必要とする子どもたちに対して適切な指導を行うため、教職員の補助を行う個別支

援員を配置します。今後一層高まる個別のニーズに対応するために、個別支援員の

質的量的な充実を図ります。 

様々な課題を抱えた児童生徒に対して直接支援するとともに、支援の仕方等につ

いて教職員にアドバイスを行う個別指導員を派遣し、学校の支援体制の充実を図り

ます。 

 ○支援教育に関する教職員の専門性と指導技術の向上を図ります。 
 教員が子どもたちの抱える課題に対して理解を深め、適切な指導や必要な支援が

行えるよう、支援教育に関する専門性や指導力の向上を図るための研究・研修の充

実に取り組みます。 
 すべての子どもにとってわかりやすい授業づくりをめざす「授業のユニバーサル

デザイン化」の推進に努めます。 
 ○通級指導教室の充実を図ります。 

言語障がい児通級指導教室「ことばの教室」、情緒障がい児通級指導教室「コミ

ュニケーションの教室フレンド」の充実を図り、児童生徒の様々な教育的ニーズに

対応し、個々の持つ力を高める取組を推進します。 

また、日本語の習得が不十分な外国につながる児童生徒*や、学習障がい等によ

り学習に対する困難さを持つ児童生徒に対しての支援や指導を行う通級指導教室

の設置についても検討していきます。 

 ○適正な就学相談・指導の充実に努めます。 

心理判定員や学識経験者などを中心とした就学指導委員会を開催し、新就学児及

び通常級や特別支援学級等に在籍している様々な課題を抱えた児童生徒の教育の

充実を図り、適正な就学指導を行うよう努めます。 
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基本施策６－② 登校支援の推進 

 
 ○登校支援体制の充実を図ります。 

不登校状態にある児童生徒の在籍校への復帰をめざした教育相談指導学級を設

置するとともに、「学校へ登校はできるが、自分の教室に行くことができない」と

いう生徒に対して、校内支援室を市内全中学校に設置します。 

 家から出ることもできない児童生徒を対象に、学校と連携し、主として家庭訪問

等による本人や保護者への支援を行う不登校生徒訪問相談員の配置人数と配置校

数の拡大をめざします。 
 ○小中学校間、諸機関との連携を推進します。 

 児童生徒指導、教育相談に関する担当者連絡会や、中学校区内の連携推進会議等

を開催し、児童生徒指導上の連携を強化します。 
 

 
 
 
 
 
 

基本施策６－③ 教育相談体制の充実 

 
 ○教育相談センターの設立により、相談機能の充実を図ります。 

 学校や家庭、社会生活において、様々な課題や悩みを持つ子どもや保護者、学校

の相談を、より総合的・効率的に行えるように、県の関連機関との連携を一層図る

とともに、特別支援学級相談室、教育相談指導学級、いじめや不登校に対する教育

相談等を整理統合した教育相談センターの設立をめざします。 
 ○諸機関と連携した相談体制の充実を図ります。 

幼児教育から学校教育までの長いスパンで、子どもたちや保護者の相談に関われ

るよう相談体制を拡充し、早期発達支援の充実を図ります。 

市立幼稚園や、小・中学校の特別支援学級及び通常の学級に、巡回相談員や医師

などによる支援教育相談支援チーム*を派遣し、心理・発達面を含めた専門的な助

言を行い、相談体制の充実を図ります。 

 
・個別支援員の配置【教育指導課】   ・個別指導員の派遣【教育指導課】 
・学習の困難さに対応した支援に関する研究【教育指導課】 
・ニーズに応じた通級指導教室の設置【教育指導課】 
・適正な就学相談・指導の実施【各校・教育指導課】 

 
・校内支援室の設置【各中学校】   ・校内支援室指導員の配置【教育指導課】 
・不登校生徒訪問相談員の配置【教育指導課】 ・登校支援強化事業【教育指導課】 
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早期発達支援や支援教育相談支援チームの充実に向けて、関係機関との連携を一

層強化していきます。 

学校だけでは対応が難しい児童生徒や家庭への支援のため、足柄下地区のスクー

ルソーシャルワーカー等の諸機関や市役所の他の部局との連携を推進します。また、

円滑な連携を進めるために、スクールソーシャルワーク・サポーターを配置します。 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

基本施策６－④ 家庭への支援 

 
 ○家庭の教育力向上に向けた支援を行います。 

 学校・家庭・地域それぞれの責任と役割において、互いに連携・協力して社会全

体で子どもたちの健やかな成長を育むために、家庭や地域の教育力向上に努めます。

家庭では、家族とのふれあいを通して、保護者が基本的なしつけを行い、基本的な

生活習慣を身に付けさせること、発達の段階に応じた体験により、子どもの自己肯

定感や豊かな情操、知的好奇心を育むことなどを重要な役割ととらえ、啓発に努め

ます。そのために、ＰＴＡ等の団体が企画・運営する保護者自身の学びを支援する

学習会に、講師の派遣や情報提供を行います。 
また、園・学校やＰＴＡ等の関係団体、関係部署と連携して、効果的な取組の検

討を進めます。 
 ○子育て家庭の負担の軽減を図ります。 

 保護者の就労・経済的状況や生活環境に左右されず、子どもが教育の機会を等し

く受けることができるよう、子育て家庭への経済的支援に引き続き取り組みます。 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
・教育相談センターの設立【教育指導課】 
・早期発達支援事業【保育課・教育指導課】 
・支援教育相談支援チームの派遣【教育指導課】  
・スクールソーシャルワーク・サポーターの配置【教育指導課】 

 
・家庭教育学級の開催【生涯学習課】   ・就学支援事業【教育指導課】 
・高等学校等奨学金事業【教育指導課】 
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基本目標７ 未来へつながる学校づくりの推進 

 
 
 
 
 
 
 
 
現状と課題 

● 家庭や地域の教育力の低下が指摘されていますが、子どものよりよい成長のために

は、学校、家庭、地域が、それぞれの役割と責任を果たすとともに、連携を強化し、

学校、家庭、地域が一体となって教育活動に取り組んでいく必要があります。 

● 本市では、中学校区を単位として、学校支援地域本部事業を展開しています。現在、

全ての学校・園に、学校・園と地域の方を結ぶスクールボランティアコーディネー

ターを配置するとともに、２名のチーフコーディネーターが各学校・園を訪問し、

効果的な取組について、アドバイスをしたり情報交換を行ったりするなどして、ス

クールボランティア活動の活性化に努めています。 

● 地域社会の中で、放課後や週末等に子どもが安全に安心して生活したり遊んだりで

きる環境の整備が求められています。本市では、市内小学校区に放課後児童クラブ

の設置を進めてきましたが、共働き世帯や１人親世帯が増加する中で、対象学年の

引き上げが課題となっています。そのような中、教育委員会では片浦小学校の小規

模特認校制度の導入にあたり、在籍する全ての児童を対象とする「放課後子ども教

室」を開設しました。今後は、この取組を検証しつつ、放課後児童クラブの今後の

あり方等を踏まえ、他地域での展開について検討していく必要があります。 

● 少子化や核家族化、地域における人間関係の希薄化等により、幼児期における生活

体験や人と関わる経験の不足が指摘される中、幼稚園・保育所と小学校の接続の段

階において、学校生活に適応できない児童が見られたり、小学校入学後の学級がう

まく機能しない状況が見られたりするようになりました。また、思春期を迎える小

学校高学年から中学校にかけては、心身の成長や変化が最も大きい時期であるとと

もに、精神的に不安定な時期でもあるため、中学校入学にあたっての不安を感じる

生徒も少なくなく、そうした不安感は中学校での様々な問題行動の一因となってい

ます。こうしたことから、幼稚園・保育所と小学校、小学校と中学校間の接続を適

切なものとし、児童生徒が安心して学校生活を送ることができるよう、接続・連携

のあり方の改善が求められています。 

● グローバル化が進む社会の中で、自分とは異なる文化や歴史に立脚する人々と共存

していくために、自分が住む国や地域の伝統・文化についての理解を深め、尊重す

る態度を育むことが求められています。また、郷土の豊かな自然や風土が育んだ歴

史や文化を守り、次代に伝え、より豊かなものに発展させていこうとする態度を育

てていくことも重要です。 

様々な体験や人との関わりの中で一人一人の子どもが健やかに成長していくた

めに、学校、家庭、地域の願いと特色を生かした、地域で取り組む学校づくり（未

来へつながる学校づくり）を推進します。 

幼保と小学校、小学校と中学校間の円滑な接続を図り、幼児期から中学校卒業ま

での学びの連続性を意識した教育活動を推進します。 
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● 小田原には、自然環境や歴史文化などの素晴らしい教育環境と、二宮尊徳や北原白

秋などの学ぶべき多くの先達に恵まれています。学校では様々な教科や領域におい

て、それらの小田原の良さを生かした教育に取り組んでいます。 

 
 
 
基本施策７－① 地域一体教育の推進 
 
 ○開かれた学校づくりを推進します。 

保護者や地域の方の多様な意見を幅広く求め協力を得るとともに、学校運営の状

況を周知するために設置された学校評議員制度の充実により、学校運営の活性化と

中学校区内での一層の連携を図ります。また、保護者や地域の方による学校評価を

定期的に実施することにより、学校運営の組織的・継続的な改善を図るとともに、

評価結果や改善策を伝えることで説明責任を果たします。 

学校の教育活動や児童生徒の状況を保護者や地域の方に広く知らせ、理解と協力

を得るために、授業参観週間（学校へ行こう週間）を設定して学校での活動を公開

したり、各校のホームページを学校裁量で更新できるようにして一層の充実を図っ

たりするなど、学校からの積極的な情報発信に努めます。 

 ○地域の教育力向上を推進します。 

学校、家庭、地域それぞれの責任と役割において、互いに連携・協力して社会全

体で子どもたちの健やかな成長を育むために、家庭や地域の教育力向上に努めます。

地域では、地域住民全体で子どもを見守りながら、子どもたちが安全に安心して過

ごせる居場所となる地域づくりを進めること、異年齢間の交流や様々な体験を通し

て、創造性や自主性、社会性を養うことを重要な役割ととらえ、推進していきます。

そのために、地域ぐるみの教育推進委員会の開催や、スクールコミュニティ事業や

放課後子ども教室の拡充の検討を進めていきます。 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

基本施策７－② 幼保・小・中一体教育の推進 
 
 ○幼保・小・中連携を推進します。 

 幼稚園・保育所と小学校の連携を推進するためのパンフレットの内容の充実と活

 
・学校評議員制度の運用【各校】         ・学校評価の実施【各校】 
・放課後子ども教室の拡充の検討【教育総務課】  ・情報公開の推進【各校】 
・学校支援地域本部事業【教育指導課】 ・スクールコミュニティ事業【青少年課】 
・未来へつながる学校づくり推進事業【各校・教育指導課】 
・「幼保・小・中連携、地域連携デー（仮称）」の設定【各校・教育指導課・教育総

務課】 
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用の促進を図り、小学校就学前のアプローチカリキュラム*や小学校のスタートカ

リキュラム*を、各園・学校において工夫して取り組んでいきます。 
中学校区でめざす子どもの姿を共有し、学習指導や生活指導についての共通理解

を図ります。そのために、授業公開や合同での研究会を実施します。 
 ○よりよい接続のあり方についての研究を推進します。 

 小学校入学時の学級編制のあり方や、モジュール*による時間割編成など、就学

前教育から小学校教育への円滑な接続についての研究を進めます。 
 小学校高学年における教科担任制の導入や、学習・生活の中学校区での共通ガイ

ダンスの作成などについて検討していきます。 
 

 
 
 
 
 
 
基本施策７－③ 小田原のよさ（特性）を生かした学習の推進 
 
 ○郷土学習の充実に努めます。 

地域に関する学習内容を発達の段階に応じて系統化した「おだわら・はあと*」
を活用し、学校における郷土学習が継続的・意図的に取り組めるよう推進します。 

また、教育研究所発行の社会科副読本や理科副読本の内容の充実を図るとともに、

郷土の偉人や史跡、地場産業、伝統芸能、文学・芸術などを紹介する「小田原を調

べよう」のサイトや、小田原に関する写真や統計資料、授業展開例等をまとめたデ

ータベースを教育研究所のホームページ上で公開し、各学校で活用できるようにし

ます。 

 ○二宮尊徳学習の充実に努めます。 

二宮尊徳翁の事績等を学習することにより、郷土に対する愛情を育てるとともに、

自己の生き方の一助となるよう、二宮尊徳学習事業を推進します。 

 ○体験学習の充実に努めます。 

学校農園などを活用した栽培活動や収穫体験等を通して、収穫の喜びや食べ物に

対する感謝の心を育むとともに、地域の方々の協力や教育ファーム推進事業*等の

積極的な導入により、生産者の知恵と工夫を学び、生産の苦労や喜び、地域のよさ

や自然の持つ力への気付きを育む取組を推進します。 

いこいの森や旧片浦中学校*等を利用した体験学習を推進します。 

 ○市民性*を育む教育を推進します。 

 小田原に生きる市民として、社会の一員として生活するために必要な知識を習得

するとともに、社会に主体的に参画しようとする態度や、郷土を愛する心を育成す

る教育を推進します。各教科や領域で横断的に取り組む学習のあり方や、地域の行

事や清掃、防災、福祉、子育て支援等の活動への参画・協力のあり方について研究

を進めます。 

 
・幼保小の接続パンフレットの改訂【教育指導課】 ・合同研修の開催【各校】 
・幼保小連携推進事業【教育指導課】 
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・副読本の作成【教育指導課】        ・自然観察会の開催【教育指導課】 
・地域学習データベースの作成【教育指導課】 ・体験学習の充実【各校】 
・教育ファーム推進事業【教育指導課】 
・市民性を育む教育の教材作成【教育指導課】 
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基本目標８ 教職員の資質の向上とよりよい教育体制 

の確立
 

 
 
 
 
 
 
現状と課題 

● 急速に変化する社会の中で、確かな学力の向上、規範意識の醸成、キャリア教育の

推進などの教育内容や教育活動の充実が求められるとともに、多様化・複雑化する

児童生徒の問題や保護者への対応など、様々な課題を適切に解決することが学校に

は求められています。組織的に課題解決を図るためには、学校組織を構成する教職

員全体の資質・能力を高める必要があり、教職員には、教職に対する使命感や責任

感を持つとともに、新たな学びを展開できる実践的指導力、専門的知識や地域と連

携・協働する力、さらには社会の急速な進展の中で、知識・技能を絶えず学び続け

る姿勢等が求められています。 

● 団塊の世代の大量退職により、新採用教職員の大量採用時代を迎えています。市内

の小学校でも、全教職員の 46％が経験 10 年以下の教職員という、教職員構成のア

ンバランスさが見られます。 

● 教職員の資質向上に向け、校内におけるＯＪＴによる人材育成、校内研究の活性化、

教職員の主体性を生かした研修の実施等に努める必要があります。 

● 学校においては、校長･教頭・総括教諭のマネジメント能力はもちろんのこと、教職

員一人一人に高い指導力と対応力が求められます。校長を中心に、教職員相互が切

磋琢磨し、学校の組織的な課題解決能力を強化していく必要があります。 

● 学校の自主性・自律性が高まる中で、その教育活動等の成果を検証し、学校運営の

改善と発展をめざすことが重要です。また、学校が説明責任を果たし、家庭や地域

との連携協力を進めていく必要があります。 

● 学校への社会的要求が増加する中、教職員の業務は多様化し、多くの教職員が子ど

もと向き合う時間が十分に取れていないと感じています。そこで、教職員本来の業

務である一人一人の子どもと向き合い、個々を理解し適切な指導・支援をする時間

の確保とともに、教職員の心身の健康の保持・増進が喫緊の課題となっています。 

 

 

 

 

 教職員の研修体制の改善・充実や、学校運営の改善・充実等により、教職員の資

質の向上を図るとともに、教職員が心身ともに健康で、子どもと十分に向き合える

環境づくりを進めます。 

めざす教師像 
１ 愛情と情熱を持って子どもと真剣に向き合う教師 
２ 子どもが自ら考え、答えを出せるように導ける実践的指導力のある教師 
３ 豊かな教養をもち、専門的な知識と技能を兼ね備えた教師 
４ いつも新たな知識と技術を習得するための向上心を持つ教師 
５ 子ども、保護者、地域の方々から信頼される豊かな人間性を持つ教師 
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基本施策８－① 教職員の指導力の向上 

 
 ○研修体制を見直し、ＯＪＴ*による人材育成を推進します。 

ＯＪＴの取組として、指導主事の派遣や出前講座等を実施し校内研修の充実を行

ったり、研修相談員が学校を訪問して実施するパワーアップ研修を充実させたりす

ることで、職場を離れることなく教職員一人一人の資質を高めることのできる研修

体制づくりを推進します。また、教育研究所による教育情報、教材の収集提供や、

教職員からの相談への助言等により学校、教職員を支援していきます。 

研修会の精選を図るとともに、今日的な教育課題に関する内容や、学校の実情や

要請に応じた内容を扱うなど、市の研修会の工夫・改善を図ります。 

 ○教職員の健康対策を推進します。 
学校保健安全法に基づく教職員の定期健康診断を行うとともに、健康診断に替わ

る人間ドックへの助成及びメンタルヘルスチェック受診への助成を行います。また、

メンタルヘルス研修会の開催等により、教職員のメンタルヘルスの保持・増進に取

り組みます。 

 ○教職員の不祥事防止に努めます。 

   各校で、日ごろからヒヤリ・ハット*を実践し「報告・連絡・相談」の意識を高

めるとともに、毎月の不祥事防止チェックリストによる自己点検と啓発を行います。

また、不祥事防止マニュアルを作成するとともに、不祥事防止会議で研修を重ね、

教職員の不祥事防止に努めます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基本施策８－② 子どもと向き合う時間の確保 
 
 ○校務支援システムを導入します。 

 教職員が子どもと向き合う時間の確保、また、授業準備・教材研究等の時間を確

保するため、情報の共有化や文書事務の効率化をめざし、ＩＣＴを活用した校務支

援システムを導入します。 
 ○事務手続きの効率化・簡略化に努めます。 

 教職員の業務改善への支援や、教育委員会が行う研修会や諸調査を精選し、効率

化を図ります。また、教員の事務負担の軽減をめざした人的配置を検討していきま

す。 

 
・職員研修支援事業の充実【教育指導課】 
・教職員研修の工夫・改善【教育指導課】  
・定期健康診断、メンタルヘルス研修会の実施【教育指導課】 
・不祥事防止会議の開催、不祥事防止マニュアルの作成【各校】 
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基本施策８－③ 教育課題を明らかにする調査・研究の推進 
 
 ○教育研究所の機能の充実を図ります。 

市の学校教育における諸課題の調査研究、子どもの学習や生活に関する継続的な

調査の実施、教職員の研修、教育情報の収集・提供、各園や学校の課題や要請に応

じた相談・助言等を効果的に行い、学校教育の充実と振興に努めます。 
 
 
 
 
 
 
基本施策８－④ 教育課程の改善・充実 
 
 ○学校経営の改善・充実を図ります。 

学校に組織マネジメントの手法を取り入れ、校長の独自性とリーダーシップのも

と、地域や児童生徒の実態に応じた自主的、自律的な学校づくりを推進していきま

す。 

各学校が自らの教育活動、学校運営について、めざすべき目標を設定し、その達

成状況や達成に向けた取組の適切さ等について評価を行います。また、自己評価及

び保護者や学校関係者等による評価の実施とその成果の公表・説明により説明責任

を果たすとともに、保護者、地域の方からの理解を得て、学校・家庭・地域の連携

協力による学校づくりを進めます。 

 ○カリキュラム・マネジメント*を推進します。 

 学校の教育目標の実現に向け、成果が見られるカリキュラム（教育課程）の一層

の充実と、課題のあるカリキュラムの改善を図り、よりよい教育課程の実施に向け

た取組を計画的、組織的、継続的に行います。その改善に向けて、カリキュラムを

教育課程、年間指導計画、単元、授業レベルでとらえて実践していけるよう、各校

での取組を支援します。 
 
 
 
 

 
・教科、分掌資料の共有化【各校・教育指導課・教育総務課】 
・研修会や諸調査の精選【教育指導課】 
・学校事務のＩＣＴ化【教育総務課・教育指導課】 
・会議の効果的な運営【各校】 

 
・教育研究所の機能の充実【教育指導課】 

 
・学校評価の実施【各校】 
・カリキュラム・マネジメント推進の研究【各校・教育指導課】 
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基本目標９ 教育環境の改善・充実 
 
 
 
 
 
現状と課題 

● 日常生活で起こる事故の防止、子どもをねらった犯罪被害の未然防止が喫緊の課題

となっています。子どもの安全を守る取組を一層充実させるとともに、子ども一人

一人に、安全に行動できる自己防衛力を育成することが必要です。 
● 登下校中に交通事故に巻き込まれる事例も見られます。児童生徒の交通事故は、飛

び出しや安全確認不足がその原因に挙げられます。自分の生命と安全を守るために、

児童生徒に対するより一層の交通安全対策と交通安全教育の徹底が求められていま

す。また、通学路の安全を確保するため、各学校の交通安全対策協議会等において、

定期的に通学路の要注意箇所や危険箇所の確認を行い、保護者や警察、自治会など

の関係者間で共通認識するとともに、危険箇所の改善等について警察署や道路管理

者に対して要望していく必要があります。 
● 学校は本来子どもたちにとって安全であるべき場所ですが、学校には様々な設備や

用具･構造物があり、管理や使い方によっては、児童生徒にとって危険なものとなり

ます。教職員による日常の安全点検と子どもたちへの適切な指導が校内生活での安

全確保につながります。 
● 不審者による校舎侵入や子どもへの危害を防ぐために、教職員は日頃から来校者に

あいさつや声かけなど適切な対応を行うとともに、危機管理の意識を高め、対処法

を身に付けなければなりません。 
● 学校の校舎や屋内運動場などの施設の多くは建築後３０年以上を経ており、建物だ

けでなく、トイレ等、多くの設備の老朽化が進んでいることから、その対応が大き

な課題となっています。 
一方、生活様式の変化によるトイレ便器の洋式化、近年の夏場の猛暑対策としての

空調設備等の整備、バリアフリー化等、学校施設の環境整備が求められています。 
● 学校は、地域防災の拠点として災害時の広域避難所に位置付けられており、地震、

風水害など、災害の状況に応じて避難所を開設することになります。各小学校区に

は自治会代表者、施設管理者（校長）、市職員等からなる広域避難所運営委員会が組

織されており、避難所の運営や学校施設の使い方等について協議しています。 
● 児童生徒の在校時、登下校時、在宅時などの各時間帯によって、児童生徒、教職員、

保護者がどのように行動するか、また、保護者への引き渡しはどのような場合に、

いつ、どこで行うかなど、災害時の対応について、周知徹底を図りました。 
● 市民生活におけるコンピュータをはじめとするＩＣＴの普及は急速に進んでおり、

教育環境におけるシステムの整備とその活用が急務となっています。 
 
● 市教育委員会と小・中学校を結ぶ教育ネットワークを整備していますが、このネッ

児童生徒が安全・安心な空間で学校生活が送れるよう、また、地域の防災拠点と

して教育環境を計画的に整備します。 
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トワークは、回線速度が大変遅く、学校での活用に不便が生じています。また、職

員室やパソコン室では、校内ＬＡＮが施設されているものの、他の教室等まではＬ

ＡＮ環境が整備されていないため、各教室ではＩＣＴ活用が十分に図られていない

状況にあります。 
● 児童生徒と向き合う時間を確保し、よりよい教育活動を推進していくために、校務

の効率化、学校経営の改善につながるＩＣＴ環境の整備が求められる中、安全な環

境で、より効果的に校務を行うための支援システムの導入について検討を進めてい

ます。 

 

 

 

基本施策９－① 安全で快適な学校環境の整備 

 
○学校施設の老朽化対策を進めます。 

老朽化している校舎、屋内運動場、給食施設などの学校の施設について、中長期

的な整備計画である「小田原市立小中学校校舎リニューアル整備計画」（平成 16
年 3 月策定）を見直し、新たな計画のもと、その整備に取り組みます。 

また、雨漏りや漏水などの緊急度の高い修繕を早期に実施するとともに、近隣に

も影響を及ぼしている樹木の枝おろしの実施等、学校施設の適切な維持管理を行い

ます。 

 ○非構造部材*の耐震化対策やバリアフリー化を進めます。 

子どもたちを地震による落下物や転倒物から守るため、また、災害時の避難場所

として、天井材や内装材、照明器具、窓ガラス等の非構造部材の耐震化を進めると

ともに、誰もが使い易い施設となるよう、学校施設のバリアフリー化を進めます。 

 ○夏の暑さ対策を進めます。 

本市では、平成 23 年度から普通教室への天井扇風機の設置を進めていますが、

引き続いて特別教室への設置を進めます。 

また、管理諸室（職員室、事務室、校長室）やパソコン室等への空調設備の設置

を進めます。 

 ○学校トイレの改善を進めます。 

   子どもたちが気持ちよく使用できるよう、便器の洋式化など、トイレの環境改善

を進めます。 

 ○校庭の芝生化を進めます。 

   小田原ならではの教育環境を創出するため、学校や地域とともに小学校の校庭や

幼稚園の園庭の芝生化を進めます。 

 
 
 
 
 
 

 
・校舎リニューアル計画の見直し【教育総務課】 
・非構造部材の耐震化【教育総務課】 
・天井扇風機設置【教育総務課】  ・管理諸室等空調設置事業【教育総務課】 
・トイレの環境改善【教育総務課】     ・校庭の芝生化【教育総務課】 
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基本施策９－② 学校ＩＣＴ化の推進 

 

○教育ネットワークの整備を進めます。 

各校における授業、教職員の事務処理、学校におけるホームページ等の情報発信、

教育委員会事務局との情報共有等を可能にするため、教育ネットワーク機能の拡充

を図り、秘匿性が高く、利便性の良い教育ネットワークシステムの構築を進めます。 

併せて、各教室でのコンピュータの活用を図るため、校内ＬＡＮを整備します。 

 ○校務支援システム（出席簿、通知表（票）、各種名簿等）を導入します。 

○緊急時の情報伝達手段を確立します。 

災害・犯罪発生時等に保護者への緊急の情報伝達手段として、緊急情報発信シス

テムの導入を推進します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
基本施策９－③ 学校安全の推進 

 

 ○生活安全・防犯教育を推進します。 

日常の安全確保、不審者等の侵入防止、侵入された場合の児童生徒の安全確保な

どについて、日ごろから対策を検討し、保護者、警察署等の関係機関、地域の関係

団体等との連携を図ります。 
学校生活や登下校時、学校行事等において、安全に行動するための適切な態度や

行動がとれる児童生徒を育成する取組を推進します。安全教育研修会の開催等によ

り、教職員の意識の向上を図り、子どもたちの安全確保に努めます。 
 ○通学路の安全対策を進めます。 

各学校において、警察署やＰＴＡ、自治会等との連携による交通安全対策協議会

を設置するとともに、危険箇所の点検等を行い、その改善について道路管理者等に

要望していきます。また、地域の方々の協力により登下校時の見守り活動を実施し

ます。 
また、交通安全教室の開催等により、学校関係者や保護者、児童生徒に対して、

交通安全に対する意識の向上に努めます。 
 ○日常の安全点検と指導の充実に努めます。 

 日常の安全点検の徹底を図るとともに、児童生徒への適切な指導に努めます。ま

た、不審者情報等の最新情報を発信することにより、注意喚起を行い、事故の未然

防止に努めます。また、来校者へのあいさつや声かけなど、初期対応が大切である

ことから、その励行により、教職員の危機管理意識の向上を図るとともに、警察と

も連携し、児童生徒の安全確保に努めます。 

 
・教育ネットワーク整備事業【教育総務課・教育指導課】 
（校内ＬＡＮ環境の拡張と運用促進、校務支援システム及び児童生徒用コンピュ

ータ環境の整備と運用促進、緊急情報発信システムの導入） 
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 また、安全・防犯の視点で、各校でマニュアルを作成し、教職員の共通理解と組

織的な指導の確立に努めます。 
 
 
 
 
 
 

 

基本施策９－④ 災害対策の強化 

 
 ○非構造部材の耐震化対策やバリアフリー化を進めます。（再掲） 

 ○学校トイレの改善を進めます。（再掲） 
 ○広域避難所開設に協力します。 

災害時に学校が避難所となった場合は、「学校における大規模地震への対応」に

基づき、避難所の運営について協力します。 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・安全教育研修会の開催【教育指導課】 ・交通安全教室の開催【地域安全課】 
・安全・防犯マニュアルの作成【各校】 

 
・広域避難所の開設と運営【各校・教育部】 ・非構造部材の耐震化【教育総務課】 
・トイレの環境改善【教育総務課】 
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基本目標 10 教育的効果を高める教育行政の推進 

 
 
 
 
 
現状と課題 

● 教育委員会では、毎月１回定例会を公開で開催するほか、状況に応じて臨時会や教

科書採択のための意見交換会等を開催し、教育行政に係る重要事項について審議す

るとともに、一定の事項について報告を受けて意見を述べています。 

● 教育委員は、定例会等に出席するほか、教育課題を把握するため、学校現場の訪問

や、学校行事等を視察するなど、能動的に活動しています。しかし、市民からは、

教育委員の活動が見えないとの声があります。 

● 教育委員会事務の点検・評価については、「地方教育行政の組織及び運営に関する法

律」が改正され、平成 20 年度（平成 19 年度分）から行ってきました。しかし、十

分に教育委員が関与してこなかったことから、平成 24 年度（平成 23 年度分）の点

検・評価からは、教育委員自らが点検・評価を実施する事業の選定、ヒアリング、

現地訪問等を行う方式に改めました。 

● 東日本大震災の発生を受け、教育委員会における危機管理体制の強化が求められて

います。また、いじめ問題についても、迅速に教育委員会が対応することが求めら

れています。 

● 平成 18 年度から導入した 2 学期制については、平成 22・23 年度の 2 年間にわたり

「学校 2 学期制検討委員会」を設置し、成果や課題等について検討してきました。

その結果、児童生徒への定着が図られていること、授業時間数が増え新学習指導要

領への対応もスムーズに行うことができたことなどから、今後も学校 2 学期制を継

続していくこととしました。 

● 市立片浦小学校では、児童の減少に直面してきましたが、市内全域から就学可能に

する小規模特認校制度を導入することにより、片浦地区外から児童を招き入れ、児

童数の増加を図っています。 

● 人口減少時代を迎え、今後、児童生徒数の減少は進むものと考えられています。そ

のため、学校規模の適正化を考慮に入れながら通学区域のあり方についての研究を

進める必要があります。 

 

 

 

基本施策 10－① 教育委員会の機能の充実 
 
 ○教育委員会事務の点検・評価を推進します。 

  平成 24 年度から教育委員の関与を強めた教育委員会事務の点検・評価について

は、今後もさらなる関与を深める方向でその実施方法を検討します。 

教育委員会の機能を充実させるとともに、市民ニーズを把握して、教育行政を適

切に推進していきます。 
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 ○危機管理体制を強化します。 

  学校現場において、何らかの問題が発生した場合、教育委員会が前面に出つつ、

学校と協調して問題に対応するためのマニュアルの作成を検討します。 

 ○教育委員と教職員との意見交換の場を設けます。 

教育現場の課題を把握するため、教育委員と教職員との意見交換の場を設けます。 

 ○教育委員の公募について検討します。 

5 名任命されている教育委員のうち、1 名を公募とすることを検討します。書類

審査、課題論文及び面接等の複数次にわたる選考に行い、市議会の同意を得て、市

長から教育委員に任命することを検討します。 

 
 
 
 
 

基本施策 10－② 情報提供の充実と市民ニーズの把握 
 

 ○教育委員会の広報活動を充実します。 

能動的に活動している教育委員の姿を市民に伝えるため、年 4 回程度、教育委員

会通信を発行し、児童生徒の保護者に配布します。 
現在、教育委員会定例会を夜間に開催し、市民が傍聴しやすいようにしています

が、より市民に関心を高めてもらうため、インターネットにより定例会を公開する

ことを検討します。 
 ○教育委員の意見を発信します。 

教育委員会が進める学校教育について、広く市民に知ってもらうため、市民対象

の教育懇談会を開催し、合わせて市民と教育委員との意見交換の場を設けます。 

 ○保護者との意見交換の場を設けます。 

保護者との懇談会を定期的に開催し、教育委員会が推進する学校教育に対する意

見交換の場を設けます。 

 
 
 
 
 

基本施策 10－③ よりよい教育行政の推進 

 

 ○よりよい 2 学期制を実施します。 

 今まで積み重ねてきた 2 学期制の良さを十分生かし、よりよい 2 学期制を実施し

ていきます。 

 ○適正な通学区域を検討します。 

今後、児童数の減少が進みます。そのため、学校規模の適正化を考慮に入れなが

ら通学区域のあり方の研究を進めます。 

 
・教育委員会事務の点検・評価事業【教育総務課】 

 
・教育委員会通信の発行【教育総務課】 
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１ 進行管理                                       

「小田原市学校教育振興基本計画」を推進するにあたっては、進行管理として、「地

方教育行政の組織及び運営に関する法律」第２７条の規定に基づく「教育に関する事

務の管理及び執行の状況の点検及び評価」を活用し、これを毎年行い事務の改善をし

ていきます。 
当然ながら、計画を推進する主体は小田原市教育委員会であり、中心になって進め

ていくことになりますが、そのためには、教育委員会事務局職員が計画の目的を理解

し、最適な手段を選択し、事業を進めることが重要です。また、学校現場で毎日奮闘

している教職員も計画の目的を理解し、目標の達成のための実践をしてもらわねばい

けません。 
さらに、学校を支えている地域の方々やコーディネーター及びスクールボランティ

ア等の方々とも、計画の目的を共有し、目標を達成する必要があります。 
また、行政としては、教育委員会だけではなく、児童生徒に係る市役所の他の部局

とも連携をとりながら、計画の目標を達成することが重要になります。 
なお、社会状況の変化や新たな対応すべき課題が生じた場合には、計画の見直しを

行っていきます。 
 

２ 成果指標                                       

本計画の期間において達成すべき具体的な指標として，以下の項目を定め，着実な推

進を図ります。 

 

基本目標 成果指標 現状 目標 

1 
確かな学力の

向上 

小学校１・2 年の 30 人超学

級へのスタディー･サポー

トスタッフの配置の維持 

100% 100% 

2 
豊かな心の育

成 

不登校訪問相談員の設置 

ハートカウンセラーの設置 

校内支援室指導員の設置 

生徒指導員の設置 

中学校 6校 

小学校 6校 

中学校 6校 

中学校 6校 

中学校 11校 

小学校 25校 

中学校 11校 

中学校 11校 

3 
健やかな体の

育成 
米飯給食の回数 週 2回＋月 3回 週 3回 

4 
幼児（就学前）

教育の推進 

公立幼稚園における預かり

保育の実施率 
1園 6 園 

Ⅶ 計画の推進にあたって 



 56 

5 

これからの社

会に対応した

教育の推進 

中学校における地域と連携

した防災訓練の実施 
2校 11 校 

支援教育相談支援チームの

派遣回数 
28 回 40 回 

6 

様々なニーズ

に対応した教

育の推進 幼稚園、小・中学校への個

別支援員の配置 
87 人分 100 人分 

スクールボランティア延べ

人数 

延べ 

62,000 人 

延べ 

80,000 人 

放課後子ども教室の拡充 1校 2 校 7 

未来へつなが

る学校づくり

の推進 

旧片浦中学校の全面活用 
体育館・グラウ

ンドのみの活用 
全面活用 

8 

教職員の資質

の向上とより

よい教育体制

の確立 

校務支援システムの導入 未実施 導入 

校庭の芝生化 
幼稚園 2園 

小学校 2校 

幼稚園 6園 

小学校 6校 

学校図書室にある図書のバ

ーコード化の改善 

全校 5,000 冊分

を実施 
全校 100％ 

校舎リニューアル計画の見

直し 
未実施 計画策定 

9 
学校施設・設備

の改善・充実 

小学校における交通安全対

策協議会の設置 
18 校 25 校 

10 

教育的効果を

高める教育行

政の推進 

教育委員会通信の発行 未実施 発行 
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１ おだわらっこ教育プランの総括                     

本市教育委員会では、平成 15 年に「小田原市学校教育推進計画『おだわらっこ教

育プラン』」を策定し、21 世紀を担う子どもたちの「生きる力」を育むため、小田

原の学校教育を見直すとともに、小田原の資産や資源を生かして、地域と共に歩む学

校づくりを進めてまいりました。以下にその成果と課題を示します。 

 

  

○特色ある学校づくり 

平成 22 年度より、学校に直接予算を配分する「未来へつながる学校づくり推進事

業」により、学校、保護者、地域の願いを生かした学校づくりを進めてまいりました。

校長のリーダーシップが発揮された、各校の特色ある教育の実現に効果をあげました。

また、平成 18 年から本格的に導入されたスクールボランティアによる活動ですが、

平成 22 年度の市内全小・中学校においてのべ 6 万 8000 人を超える参加があり、学

校での子どもたちの学習や生活環境の一層の充実が図られました。 
○学習支援体制の確立 

小学校入学時において、きめ細かい指導や支援を行い、学校生活への適応が円滑に

図れるよう、小学校 1・2 年生で 35 人学級編制を実現、また、1･2 年生で 30 人を超

える学級がある場合にはスタディサポートスタッフ配置を進めました。また、個別の

教育的ニーズのある子に個別支援員を配置したり、学校図書館司書や外国語指導助手

を配置したりするなどして、子どもたちの学力向上や個に応じたきめ細かい指導の充

実を図りました。こうした人的環境の整備を進めることで、小 1 ギャップの解消、

読書環境に改善がみられました。 
○今日的課題への対応 

平成の時代に入る前から不登校児童・生徒の増加が社会的な問題となり、小田原市

もその例外ではありませんでした。子どもたちが楽しく安心して学校生活を送ること

ができ不登校を未然に防げるよう、また、不登校状態にある児童・生徒が１日も早く

学校復帰を果たせるよう、市では様々な取組みを進めてまいりました。例えば校内で

の居場所を確保し、教室復帰をうながす「校内支援室」への人的・物的な整備や、不

登校児童生徒宅を訪問し、不登校状態の改善を図る不登校訪問相談員の配置、学級で

の良好な人間関係を構築するための、Ｑ－Ｕ検査＊の活用などが挙げられます。そう

した取組が成果を上げ、平成 19 年度まで増加の一方であった中学校における不登校

生徒の出現率が平成 20 年度より減少傾向に転換しました。 
 ＊学級集団の状態を的確に把握する「学級満足度尺度」、児童生徒の意識を測る

「学校生活意欲尺度」の２つの診断尺度で構成されている。 

成 果 



 59 

○開かれた学校づくり 

地域や保護者による学校評価や授業評価の実施、学校評議員制度の導入、スクール

ボランティアの積極的な教育活動への関わりにより、地域や保護者の意見を反映した

学校運営が行われるようになりました。また、市内全小中学校で、土曜日の授業参観

や学校公開週間を定期的に実施することで、保護者や地域の方が学校へ足を運びやす

い環境作りに努めました。こうしたことにより、保護者や地域に開かれた学校づくり

が一層進められました。 

 

 

○新学習指導要領の完全実施にあたって 

環境教育やキャリア教育、食育、人権教育、情報教育、国際理解教育など、学校教

育に求められる今日的課題は多岐に及び、また新学習指導要領の完全実施＊により、

学習内容や学習時間が増えるとともに、体験学習の一層の充実が求められるようにな

ったことなど、今、子どもたちが“学ぶべきこと”が子どもたち自身や学校に大きく

のしかかっています。このような中、子どもたちの学力の個人差の拡大や教職員の負

担感の増加が懸念されています。「小田原の子どもたちに学ばせるべきことは何

か。」、「子どもたちの学習をより効果的に、より効率的に行うための教育課程はど

うあるべきか。」といった教育内容の精選やカリキュラム・マネジメントの改善が喫

緊の課題として挙げられます。 
 ＊平成 23 年度から小学校において、平成 24 年度から中学校において全面実施 

となった。 
○教職員の資質向上 

団塊の世代の教職員の大量退職により、新採用教職員の大量採用時代を迎えました。

市内の小学校でも、全教職員の 46％が経験 10 年以下の教職員という教職員構成のア

ンバランスさが見られます。教職員の資質向上に向け、校内におけるＯＪＴによる人

材育成、校内研究の活性化、教職員の主体性を生かした教職員研修の実施に努めると

ともに、市として教職員のあるべき姿や求められる力を明確に示すことが求められて

います。 
○家庭や地域の教育力の向上 

「自尊感情や規範意識の低下」「人間関係を築く力やコミュニケーション力の不

足」「基本的な生活習慣や学習習慣が定着していないこと」など、子どもたちの成長

に関して様々な課題が見られます。こうした子どもたちの心や体の健やかな成長には、

学校の取組みだけでは十分ではなく、家庭や地域における教育力の向上が必要不可欠

であり、ペアレントトレーニングや家庭学級の充実といった啓発活動や、全市共通の

約束（『おだわらっ子の約束』のような具体的なもの）の設定、幼稚園や保育所と連

課 題 
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携した家庭教育支援などに取り組む必要があります。 
○地域人材や民間力の活用 

地域人材や民間活力を生かした取り組みの一層の推進が必要です。民間と学校で連

携したキャリア教育や、地域人材による放課後や休日を活用した学習や体験活動の充

実により、子どもたちの学習意欲の向上・学習習慣の定着を図ることなどが期待でき

ます。 

○支援教育の充実 

不登校児童生徒は全体として減少傾向にありますが、一方で個別の支援を必要とす

る児童生徒は年々増加の傾向にあります。支援教育に関する教職員の意識と指導技術

の向上が求められています。 

○ＩＣＴ環境の整備 

高度に情報化した社会の中で、教育の場においてもＩＣＴ機器の活用が求められる

時代であるにも関わらず、学校のＩＣＴ環境は他の自治体と比べても、また、一般的

な家庭と比べても、不十分であると言わざるを得ません。特にインターネットの回線

の遅さが大きな課題となっています。今後ますます情報化する社会に生きる子どもた

ちの将来を考えても、また、環境の整備により教職員の校務の効率化が図られ、子ど

もと向き合う時間が増えることや、災害時における情報の発信の視点からも、学校に

おけるＩＣＴ環境を整えていくことは喫緊の課題となっています。 

○防災教育の充実 

平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災から、学校における防災教育の大切さと、

学校が防災拠点として機能していくことの必要性が再確認されました。防災拠点とし

ての学校の設備を整えていくとともに、学校における防災教育を今後さらに充実させ

ることが求められています。防災教育においては、まず自分の身は自分で守ること、

さらに中学生には、地域防災を担う一員であることの自覚と責任、そして行動力が身

につくよう取り組んでいくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61 

２ 地域ぐるみの教育推進委員会においての意見      

 地域ぐるみの教育推進委員会は、家庭・地域・学校等が相互に連携・協力し合い、

「おだわらっ子の約束」の普及・啓発を推進し、市民が一体となって地域に根ざした

教育活動を実践するために平成 19 年 5 月に設置されました。 

 委員会は、校長会、教頭会、保育会、公立幼稚園長会といった教育現場の代表のほ

か、保護司会、自治会総連合、ＰＴＡ連絡協議会、子ども会連絡協議会、商工会議所、

青年会議所、民生委員児童委員協議会の代表、スクールボランティア・チーフコーデ

ィネーター及び教育委員会職員により組織されています。 

平成 20 年度から平成 22 年度までは、国の委託事業である「学校支援地域本部事

業」の実行委員会としての役割を担ってきましたが、委託事業の終了により平成 23
年度からは、市の事業として幼保小中一体教育及び地域一体教育のさらなる推進を図

り、未来を担う子どもたちに対する教育をよりよいものにするための取組を行ってい

ます。    

平成 23 年度の会議で出された主な意見や報告は次のとおりです。 

 

１ 第 1 回 平成 23 年 11 月 7 日 
（1）「おだわらっ子の約束」について 

・おだわらっ子の約束にあることができていない子どもが多い。非常に大事なこ

となので、本市子ども会連絡協議会では活動の中でこの約束を説明したり、自

己採点に活用したりするなどしている。 

・おだわらっ子の約束を小さいときから身に付けていくということは、子どもた

ちが成長していく上でとても大事なことだと思うので、啓発の意味をこめて、

幼稚園でも約束の中から一つずつ選んでカードを作り家庭に配布している。 

・市全体で見ると幼稚園、学校、地域でおだわらっ子の約束をどれだけ意識して

取り組んでおり、どの程度浸透し、当たり前のこととして進められているか疑

問がある。 

・中学校の場合、場に応じておだわらっ子の約束を一つずつ使っている。おだわ

らっ子の約束の項目のまま評価項目にしていないが評価を行っている。 

・あいさつについてはあいさつをする意味を伝えることが大事ではないか。あい

さつができない子どもがいるのは我々大人の責任でもある。 

・朝寝坊し、朝食を食べずに学校にくると、頭がボーっとして学習意欲が低下し、

学力が落ちる。基本的な生活習慣の乱れは学力低下につながる。 

（2）学校との連携について 

 ・民生委員は、地域の子どもの見守り活動を行っている。守秘義務を持ち活動して
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いるが、学校によっては認めてもらえず情報提供が少ない学校もある。 

・各地区の青少年育成推進協議会も民生委員の代表者のみしか入れてもらえない

場合があるが民生委員全員を入れてもらえば活動がしやすいのではないか。 

・主任児童委員も守秘義務があるが日ごろから連携のある学校、情報がある場合

のみ情報提供がある学校、問題がないためか情報をいただけない学校がある。 

・酒匂地区では、保護司会が行う「社会を明るくする運動」に酒匂小学校、富士

見小学校、酒匂幼稚園の先生方に参加いただいている。また青少年育成推進協

議会が卒業生、中学３年生とともに海岸清掃のボランティア活動を行っている。 

・保護司としては、対象の生徒をきちんと指導あるいは更正させていくという仕

事の中で学校との連携が非常に活発に行われている。一人の子どもを中心に見

守っていこうという形ができている。 

（3）学校支援地域本部事業について 

 ・こま回しなど昔遊びを教えている学校もあるが、昔遊びを知るお年寄りがかなり

高齢となって少なくなり、子どもたちに伝える担い手不足が心配である。 

・学校側の雰囲気によりコーディネーターが動きやすい学校とそうでない学校があ

る。コーディネーターは、学校と地域を結ぶパイプ役に徹し、無理のない形で活

動を継続することが大切だと思う。 

 ・学校司書派遣事業は、ボランティアからありがたいという意見がたくさんあった。

図書ボランティアを立ち上げ学校司書を有効に活用したいというコーディネータ

ーの意向もある。 

 ・新玉小学校では、朝の読み聞かせの時間や 3 年生の習字の時間、5 年生の家庭科

のミシンの時間に参加いただくほか、芝生管理などを行っていただいている。 

・今年から幼稚園にもスクールボランティアコーディネーターが配置された。こ

れまで保護者との連携はあったが、地域の方に入っていただき情報を提供して

いただくなどもっと開かれた幼稚園にする良いきっかけになったと思う。 

・本市は、全国と比べてもスクールボランティアの参加が多く、市としての財産

になっている。さらに充実させ、継続していきたい。 

 

２ 第 2 回 平成 24 年 3 月 6 日 

（1）学校支援地域本部事業の成果について 

 ・成果発表会では、学校の姿勢を地域に投げかけることができた。多くの方が出席

していたが関係者だけであった。学校のがんばりやスタンスを学校関係者だけで

なく、地域の方にも周知し、「相互協力・連携をしていく中で、子どもたちの学

びや育ちについての取組をやっていこう」という教育観を市民に広く周知しては

どうか。 
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（2）子どもたちを取り巻く今日的な課題について 

・東日本大震災が起き、防災の拠点となる学校の備蓄、地震対策、津波対策を心配

する声がある。子どもたちがいる場でもあるので優先順位を上げて取り組んでほ

しい。 

・教育の 2 極化がいわれ県内でも横浜市、川崎市その他政令市では私学が非常に

多く、公立学校と私立学校との競争が起きている。西湘地区でも良いところを取

り入れ、学力、教育水準の向上に努めてほしい。 

 ・小学 6 年生の間である中学校のいじめや不登校が話題になり他の中学校にいき

たいという話を聞いた。本委員会や各育成団体などが集まった会議でどうしてい

くかについて指導していくべきである。 

 ・生徒の就業体験は、企業の立場からすると特定の企業に集中してしまうこともあ

りとりまとめをお願いしたい。中学生の場合、「楽しかった」で終わってしまう

こともあるが、働く場所を体験することはとても大切だと思う。要望があればこ

れからも対応していきたい。 

 ・地域の行事に小中学生が主役として一緒に参加できるシステムが必要であるとい

われているが、事業を行う際に「地域ぐるみ」という視点を前面に出すことを常

に意識する必要がある。 

 ・ある学校では、一部の生徒の不良行動が散見されるようになり、地域の関係者、

ＰＴＡ、警察、学校が連携を図り見守り活動、あいさつ運動を行い改善を図った

ところ大きな成果を挙げた。 

 ・新任の主任児童委員の中には不登校について理解が浅い方も多く、地域によって

は情報の内容も違う、情報交換を大事にし、学校と相談しながらやっていきたい。 

 ・青年会議所では、昨年キャンプを行い、竹を切ったりカレーライスを作って食べ

たりするプログラムを行った。今年は、子どもたちが地域の誇りを再確認する、

小田原に生まれてよかった家族でよかったと思えるような活動を行いたいと考え

ている。 

 ・保育園の場合、学区が定められていないので地域性の強い活動はしにくいが小学

校との連携は強めていきたい。もう少し保育園に目を向けていただき、幼児との

ふれあいの場を設けていただきたい。 

・保育園として中学生の職場体験も引き続き受け入れていきたい。 

 ・「未来へつながる学校づくり推進事業」でも食育を取り上げている学校があるが、

「食べる」ということの重要性は、幼児でも小学生でも同じである。食事をする

ことにより良い体が育つので、そういったところに目を向ければ保育園でもこう

いった取組に参加できる。 

 ・新玉地区では、学校が主体となる運動会とは別に、地域が主体となる「ふれあい
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スポーツフェスティバル」を開催し、子どもたちは全員参加としている。また校

庭の芝生化に地域ぐるみで取り組んでおり地域コミュニティの一つとして大きな

成果を挙げている。 

 ・白鴎中学校区では、小中学校の授業参観に自由に行くことができるほか、夏休み

に学区にある高等学校にパソコン指導をしてもらっており、学区を中心としたふ

れあいを行っている。 

・幼稚園のコーディネーターの配置が行われたことから、幼保小中の連携は深まり

つつある。子どもの年齢が上がるにつれ参加する保護者も減ることから、ボラン

ティア活動を幼稚園から小学校、中学校へどうつなげていくかが課題である。 

・ボランティアの固定化や高齢化が進んでいる。ボランティアの固定化による活動

内容の固定化傾向も考えられることから、多様な幅広い活動を考えていく必要性

を感じている。 

・城北中学校では、3 日以上続けて休んだ子どもがいると必ず家庭訪問を行う。中

学校に進級すると不登校が増加するが、入学予定の小学生に中学校での授業や

中学校生活の体験などを行っている。 

・学校の基本は授業であり、生徒は授業をきちんと聞き、教師は生徒の実態をし

っかりつかみ生徒にわかりやすく、楽しく教えるという一番基本的なことをし

っかりやることが不登校対策の大きな力になる。 

・中学 3 年生は体力があるという話から、城北中では、近くの保育園児とともに

避難訓練を行った。中学生に行動に対する目も厳しいが、中学生自身の自覚につ

ながるとともに地域から頼りになる存在として認められた。 
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３ 用語解説                       

 本項目は現在作成中です 

№ 語句 説明 

1 ICT 

情報通信技術(Information and Communication Technology）の

略、いわゆる情報技術（Information Technology）に代わる概念

で、コンピュータやインターネット等のこと。 

2 
アプローチカリキ

ュラム 

幼稚園・保育所（園）と小学校との円滑な接続を図るため、小学

校入学時までに育ってほしい姿を見据えた教育課程（カリキュラ

ム）を構成すること。 

3 OJT 

職場の上司や先輩が部下や後輩に対し具体的な仕事を通じて仕事

に必要な知識・技術・技能・態度などを意図的・計画的・継続的

に指導し、修得させることによって全体的な業務処理能力や力量

を育成するすべての活動のこと。 

4 
小田原市教育都市

宣言 

教育は学校教育だけの問題ではない、という問題意識に基づき、

かけがえのない「子どもたち」を、家庭・学校・地域社会あげて

守り育てていくため、ゆっくりと時間をかけて、いつでも、どこ

でも、だれでもが教育について議論できる取組を行った「静かな

る教育論議」の集大成として、平成１６年４月１日付けで策定さ

れた。 

5 

小田原市立小中学

校校舎リニューア

ル整備計画 

小田原の市立小中学校の校舎や屋内運動場などの施設の多くは、

建築後、既に数十年が経過し、老朽化や教育環境の変化に対応す

ることが必要となっていることから、また、「学習指導要領」の

改訂等による教育内容や社会状況の変化に対応するため、中長期

的な展望に立った施設整備の在り方について、平成 13、14 年度に

「校舎リニューアル調査研究事業」を行い、平成 15 年度には、そ

の報告書をもとに「小田原市立小中学校校舎リニューアル整備計

画検討会」を発足し、市立小中学校の既存施設の有効活用、財政

状況を考慮にいれたコスト意識及び新しい教育内容に対応した

「小田原市立小中学校校舎リニューアル整備計画」を策定し、当

時、今後の１０年間において、小学校９校、中学校６校の計

１５校の校舎リニューアルを行う計画であった。平成２３年末時

点では、白山中学校中校舎、早川小学校、千代小学校の３校につ

いて、校舎リニューアルを実施している。 

6 
おだわらっ子学力

向上プラン 

生涯学習の視点から、小田原の子どもたちが社会で生き抜く力を

育成することをめざして作成されたもの。学力のとらえ、児童生

徒の学力に関する課題、学力向上に向けた具体策が記されてい

る。 

7 
おだわらっ子ドリ

ームシアター 

平成 17年より子どもたちが質の高い芸術・文化作品に触れ、体感

することにより、豊かな感性や心を育てるために開催している。 

8 
おだわらっこの約

束 

子どもたちに取り組んでほしい、身につけてほしいことを標語と

して定め、それを地域ぐるみで見守り、支援していこうとするも

ので、1,000 人を超える市民から提案のあった 2,587 件の標語を

もとに、家庭・地域・学校等の代表者からなる策定委員会におい

て検討・協議され、10 の約束として平成 19 年 1 月に策定され

た。 

9 おだわら・はあと 

”小田原が好き・自分のことはもっと好き”と語ることができる

子どもの育成をめざした小田原のよさを生かした学習のこと。

「おだわら・はあと」の視点をもとに各学校で実施している。 

10 
外国語指導助手

（ALT） 

小学校では学級担任、中学校では教科等担当教員とともに、外国

語活動や英語科の授業、国際理解教育に関する授業を実施するた

めに配置している指導助手。ALT は Assistant Language 

Teacher の略 
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№ 語句 説明 

11 
外国につながる児

童生徒 

外国籍をもつ児童生徒だけでなく、本人の国籍は日本でも、家族

が外国にルーツがある児童生徒のこと。家庭では母語を話し、学

校外で日本語に触れることが少ない、日本の伝統・文化や生活習

慣になじみがない場合があるので、学校でも配慮が必要な場面が

ある。 

12 学校栄養職員 小・中学校並びに共同調理場に勤務する栄養士のこと。 

13 学校評価 

子どもたちがより良い教育を享受できるよう、その教育活動等の

成果を検証し、学校運営の改善と発展を目指すための取組のこ

と。評価については、文部科学省がガイドラインを定めている。 

14 学校評議員制度 

学校が、保護者や地域住民等の信頼に応え、家庭や地域と連携協

力して一体となって子どもたちの健やかな成長を図っていく観点

から、より一層地域に開かれた学校づくりを推進していくため、

地域住民の学校運営への参画の仕組みを新たに制度的に位置付け

たもの。 

15 
カリキュラム・マ

ネジメント 

学校または教師が学校教育目標に基づき、児童・生徒や地域等の

実態を踏まえて開発したカリキュラムを、編成＝計画（Plan）

し 、 実 施 ＝ 展 開 （ Do ） し て 点 検 ＝ 評 価 See ） 、 改 善

（Improvement）を図るという一連のサイクル(PDSI）を計画的・

組織的に推進していくための条件づくり・整備を行い、経営的な

活動を展開していくこと。 

16 キャリア教育 児童生徒一人一人の勤労観、職業観を育てる教育のこと。 

17 教育相談員 

小田原市立小中学校の教職員や保護者及び市民に係る教育相談活

動の充実を図るため、本市教育委員会に教育相談員を置く。教職

員や保護者、一般市民からの教育に関する相談に対し、学校や関

係機関と連携しながら対応する。また、教育相談指導学級の入級

に関する主管も兼ねる。 

18 教育相談指導学級 

市内に在住し、心理的・情緒的要因により不登校となっている児

童・生徒の在籍校への復帰指導のために教育相談指導学級を設置

している。小田原市城山４－２－１１小田原市青少年相談センタ

ー内（しろやま教室）、並びに、小田原市中里２７３－６川東タ

ウンセンターマロニエ内（マロニエ教室）にあり、主な相談・指

導内容は、 カウンセリング、 生活指導、 体力づくり、 集団適

応指導、学習指導等である。 

19 教育ネットワーク 

児童生徒の「情報活用能力」の育成、教員の事務負担軽減等を進

めるため、学校におけるコンピュータネットワーク環境（インタ

ーネット環境や教育用並びに校務用パソコン等）を整備したも

の。 

20 
教育ファーム推進

事業 

体験を通して自然の力やそれを生かす生産者の知恵と工夫を学

び、生産者の苦労を学び、生産者の苦労や喜び、食べものの大切

さを実感をもって知ることが目的として、生産者（農林漁業者）

の指導を受けながら、作物を育てるところから食べるところま

で、一貫した「本物体験」の機会を提供する取組みとしている。 

21 

言語障がい通級指

導教室「こどばの

教室」 

発音の誤り、話しことばの発達の遅れ、口蓋裂に伴うことばの誤

り、難聴に伴う発音の誤りなどの課題がある児童に対し、一人ひ

とりの課題に応じた学習プログラムを立てて、健やかな社会生活

を営むことができるよう適切な指導を行っていく通級指導教室で

ある。 

22 研修相談員 

教育研究所に所属し、教職員研修（主にパワーアップ研修）での

指導、研究（共同研究、プロジェクト研究）の助言、自然観察会

の運営を行う。 
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№ 語句 説明 

23 広域避難所 

災害発生後の火災延焼等から一時的に身を守ることはもとより、

火災や家屋倒壊等により住家を失った市民の避難場所として開設

する避難所のこと。市立のすべての小学校(25 校)が指定されてい

る。 

また、中学校は、広域避難所の２次施設に指定されており、小学

校のみでは対応しきれない場合には中学校が活用される。 

24 放課後児童クラブ 
共働き家庭の児童（小学校おおむね 1～3年生）を対象として、放

課後等に適切な遊びや生活の場を提供する事業のこと。 

25 校内支援室 

「学校へ登校はできるが、自分の教室に行くことができない」と

いう生徒に対して、不登校児童・生徒が登校習慣や学習習慣を身

につけて「学級へ復帰するためのステップの場」として校内に設

置されている部屋。 

26 校内 LAN 

学校内にあるコンピュータやプリンタなどをネットワークケーブ

ル等（有線・無線）によって接続すること。校内 LAN によって自

席にいながら他のコンピュータ・サーバ等を利用することがで

き、資源を共有できる。 

27 校務支援システム 

掲示板などのグループウェア、児童名簿・出席簿管理・成績管理

システム、ホームページ管理などの校務の情報化を推進するため

のシステムのこと。導入により教職員の校務の軽減化・効率化に

加えて、児童生徒に対する教育の質の向上が期待されている。 

28 個別支援員 

市立小・中学校の特別支援学級及び通常の学級に在籍する教育上

配慮を要する児童・生徒に対して、適切な支援や指導を行うため

の臨時職員。小・中学校に配置する。 

29 個別指導員 

教育上配慮を要する児童生徒に対して、直接支援をするととも

に、校内の支援体制等について教員にアドバイスを行う臨時職

員。学校からの依頼により、派遣する。 

30 
支援教育相談支援

チーム 

支援教育推進のため、医師や臨床心理士、特別支援教育相談室代

表、通級指導教室職員、障がい福祉課、保育課等のメンバーで構

成された「学校の校内体制の支援」や「特別な支援を必要とする

子どもへの教育的対応」を行うことを目的としたチームである。 

31 歯科刷掃指導 
歯磨き指導のこと。歯や歯茎の大切さを伝えながら、正しい歯磨

きの方法を指導する。 

32 自己肯定感 自己に対して前向きで，好ましく思うような態度や感情のこと。 

33 
指導と評価の一体

化 

評価する過程で得た情報をもとに、指導の改善を図っていくとい

う「指導」と「評価」の有機的な関わりという意味。 

34 市民性 

「市民性」とは次の二つの意味がある。ひとつは、「大人」とし

て客観的な判断力を身につけ精神的に成熟するという側面、もう

ひとつは社会の構成員としての権利と義務を行使するという側面

である。 

35 就学指導委員会 
心身の障がい等で特別な配慮を必要とする学齢児童生徒に対し、

その状態に応じて適正な就学指導を行うための委員会。 

36 
授業参観週間（学

校へ行こう週間） 

学校の教育活動や児童生徒の状況を保護者や地域の方に広く知ら

せ、理解と協力を得るために、授業参観週間（学校へ行こう週

間）を設定して学校での活動を公開すること。 

37 
授業のユニバーサ

ルデザイン化 

特別な指導や支援を必要としている児童だけでなく、学級すべて

の児童の幅広い興味・関心や学力等に対応し、多様な学びを可能

な限り保障できるような授業を行うこと。 

38 小一プロブレム 

小学校に入学したばかりの小学校１年生が集団行動が取れない、

授業中に座っていられない、話を聞かないなどといったことが数

か月継続する状態。 

 

 



 68 

№ 語句 説明 

39 小規模特認校 

小規模特認校制度は、少人数ならではのきめ細かい指導や地域と

連携した特色ある教育活動を行っている小規模校で子どもを学ば

せたいという保護者の希望がある場合に、一定の条件のもと、市

内全域から児童の入学・転校を認める制度のこと。 

40 

情緒障がい児通級

指導教室（コミュ

ニケーションの教

室「フレンド」） 

自分の気持ちを上手に表現することができなかったり、友だちと

のかかわりがうまくできなかったりする児童に対して、コミュニ

ケーション能力を高め、社会性を育てるために、指導や相談・支

援を行っている。酒匂小学校に設置されている。（平成２４年度

より足柄小学校に増設） 

41 少人数学級 

１クラスの子どもの数を少なくすることにより、子ども一人ひと

りに応じたきめ細やかな指導が可能になり、子どもの発言や発表

の機会を増やし、学習意欲の向上の効果を考慮したクラス。小田

原市では、小学 1年、2年を 35人学級にしている。 

42 情報モラル 
情報社会を生きぬき、健全に発展させていく上で身につけておく

べき考え方や態度のこと。 

43 人権移動教室 

人間の生命の尊さについての理解を深め、学校・家庭・地域にお

ける人間尊重の意識の高揚を図るため、小・中学校の児童（小学

校５年生以上）生徒、教職員、保護者等を対象に講演を行う。 

44 心理相談員 

小田原市立小中学校の児童・生徒及び保護者、教職員の教育相談

の心理面の充実を図るため、本市教育委員会に心理相談員を置

く。児童・生徒、保護者、教職員からの心理面に関する相談に対

し、学校や関係機関と連携しながら対応する。 

45 
スクールカウンセ

ラー 

暴力行為、いじめ、不登校の児童生徒の問題行動等の未然防止や

早期発見、早期解決のために、子どもたちの心の相談にあたる。

県が各中学校に配置している。 

46 
スクールコミュニ

ティ事業 

地域総ぐるみで子どもを見守り育てようという考えのもとに行わ

れる事業。PTA や子ども会、自治会など地域の活動情報を集約し

て情報紙を発信する「地域の子ども活動情報発信支援事業」、昔

遊びやいろいろな体験を通じて異世代間の交流ができる「地域の

見守り拠点づくり事業」などがある。 

47 
スクールソーシャ

ルワーカー 

学校を拠点に、不登校や家庭内暴力など子どもが抱える問題に対

し、主に福祉的な視点から解決を図る専門家のこと。学校と家

庭、地域の橋渡しをし、行政や病院など外部機関同士のつなぎ役

を果たすこともある。 

48 

スクールソーシャ

ルワーク・サポー

ター 

スクールソーシャルワーカーを補助しながら、ソーシャルワーク

の視点に立った支援を行う人のこと。 

49 
スクールボランテ

ィア 

保護者や地域の方々の持っている知識や技能、経験、時間などを

生かし、学校の教育活動を支援するというボランティア活動を行

っていただく方々。 

50 

スクールボランテ

ィアコーディネー

ター 

各幼稚園・各小中学校において、学校と保護者・地域（スクール

ボランティア）のパイプ役であり、その教育力を最大限に生かす

ことを目的に設置されている。小田原市教育委員会が委嘱してい

る。 

51 
スタートカリキュ

ラム 

小学校に入学した子どもたちがスムーズに適応していけるような

教育課程（カリキュラム）を構成すること。 

52 
スタディー・サポ

ート・スタッフ 

一人ひとりに目が行き届き、生活面・学習面で個別の支援をしや

すい授業体制を作るため、小学校１・２年生の３０人を越え、

３５人以下の学級の学校に配置した臨時職員。 
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№ 語句 説明 

53 
地域ぐるみの教育

推進委員会 

家庭・地域・学校等が相互に連携・協力し合い、「おだわらっ子

の約束」の普及・啓発を推進し、市民が一体となって地域に根ざ

した教育活動を実践するために設置された委員会。家庭・地域・

学校等を代表する立場をもって、活発な意見交換を行い、相互の

連携を図ること、 おだわらっ子の約束の普及・啓発について検討

し、地域ぐるみで取り組むこと、教育に関する諸課題について話

し合い、その解決に向けて取り組むこと等を所掌している。 

54 
チーフコーディネ

ーター 

小田原市教育委員会が委嘱し、学校に配置されたコーディネータ

ー及び教育委員会と連携し、各スクールコーディネーターを支援

する。また、チーフコーディネーター便りを出して、各校での取

り組みなどを紹介する広報活動を行う。 

55 中１ギャップ 

小学生から中学 1 年生になったことがきっかけとなり、学習につ

いていけなくなったり生活の変化になじめずに不登校となった

り、いじめが増加したりする現象。 

56 
ティーム・ティー

チング 

授業場面において、2 人以上の教員が連携・協力を通して、1 人ひ

とりの子ども、または集団の指導を行っていく指導方法および形

態。 

57 
特別支援教育相談

室あおぞら 

幼・小・中学校に在籍する教育上配慮を要する子どもや保護者及

び教員を対象に、かかわりについての支援などの相談を受けると

ともに、発達検査等を行っている。酒匂小学校に設置されてい

る。 

58 
ハートカウンセラ

ー 

児童や保護者の悩みの相談相手、地域と学校の連携の支援、その

他の学校教育活動の支援などを、他の教職員と協力して行うこと

を目的として派遣する。 

59 非構造部材 教育総務課施設係で作成中 

60 部活動地域指導者 
中学校の部活動に対し、学校の実情に合わせ、顧問の協力者とし

て、技術面の指導を中心に行う指導者。 

61 
不登校生徒訪問相

談員 

不登校児童・生徒を対象に学校と連携し、主として家庭訪問によ

る本人や保護者への支援を行うため、不登校が顕著な学校に対し

て不登校生徒訪問相談員を派遣している。 

62 放課後子ども教室 

すべての子どもを対象として、安全・安心な子どもの居場所を設

け、地域の方々の参画を得て、学習やスポーツ・文化活動、地域

住民との交流活動等の取組を推進する事業のこと。 

63 
未来へつながる学

校づくり 

市内の市立幼稚園と小中学校の全てで行われている、地域の特色

や資源を活かした、子どもたちの生き抜く力を育てるためのオリ

ジナルな取組のこと。 

64 モジュール 授業時間を必要に応じて弾力的に区切った単位時間。 
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４ 小田原市教育振興基本計画策定委員会設置要綱                                

 

 （設置） 

第１条 （仮称）小田原市教育振興基本計画の策定について調査審議し、その結果に

ついて報告し、及び必要と認める事項について意見を具申するため、小田原市教育

振興基本計画策定委員会（以下「策定委員会」という。）を設置する。 

 （組織） 

第２条 策定委員会は、委員１４人以内をもって組織する。 

２ 委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき又は委員長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

５ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が決定する。 

 (1) 学識経験者 

 (2) 市民及び関係団体の代表者 

 (3) 小・中学校及び幼稚園の代表者 

(4) 前３号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める者 

６  委員の任期は、報告をした日をもって満了する。 

 （会議） 

第３条 策定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 策定委員会の会議は、委員の２分の１以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長

の決するところによる。 

 （作業部会の設置） 

第４条 策定委員会に作業部会を置く。 

２ 作業部会は、教育委員会及び学校の職員のうちから教育長が指名した者をもって

組織する。 

３  作業部会に部会長及び副部会長を置き、部会長が会議を主催する。 

４ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故のあるとき又は部会長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

５ 作業部会は、教育振興基本計画の策定に関する事項を専門的に調査研究し、その

結果を策定委員会に報告する。 

 （関係者の出席） 

第５条 策定委員会は、必要に応じ、その会議に委員以外の関係者の出席を求め、そ
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の意見又は説明を聴くことができる。 

 （庶務） 

第６条 策定委員会に関する庶務は、教育部教育総務課において処理する。 

 （委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営等に関し必要な事項は、委

員長が策定委員会に諮って別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 
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５ 小田原市教育振興基本計画策定委員会委員等名簿      

平成23年度 

教育振興基本計画策定委員会委員 

 氏  名 所   属 （役職等） 

委員長 大場 得信 中学校長代表者（酒匂中学校校長） 

副委員長 鈴木 みゆき 学識経験者（関東学院大学准教授） 

委員 二見 栄一 小学校長代表者（新玉小学校校長） 

委員 栢沼 行雄 小田原市自治会総連合理事 

委員 井上 義行 小田原市ＰＴＡ連絡協議会会長 

委員 畠山 康 小田原箱根商工会議所専務理事 

委員 神山 明美 小田原医師会代表者 

委員 冨松 国雄 小田原市青少年健全育成連絡協議会副会長 

委員 片山 美代子 小田原市体育協会理事 

委員 小谷 カツエ 小田原市保育会研修委員会副委員長 

委員 平松 章子 私立幼稚園協会副会長 

委員 有賀 かおる 小田原市チーフコーディネーター 

委員 北野 則子 公募市民 

教育振興基本計画策定委員会作業部会委員 

 氏  名 所   属 （役職等） 

委員 二見 栄一 小学校長代表者（新玉小学校校長） 

委員 大場 得信 中学校長代表者（酒匂中学校校長） 

委員 岩崎 由美子 小学校教頭代表者（千代小学校教頭） 

委員 石井 政道 中学校教頭代表者（白山中学校教頭） 

委員 小菅 克己 小学校総括教諭代表者（早川小学校） 

委員 石井 朝方 中学校総括教諭代表者（千代中学校） 

委員 小川 恵子 東富水幼稚園園長 

委員 金本 晃二 教育総務課施設係主事 

委員 桒畑 寿一朗 教育指導課指導・相談担当課長 

委員 鈴木 一彦 教育指導課指導主事 

委員 鈴木 富子 保健給食課保健係長 

委員 山田 まゆみ 保健給食課給食係長 

委員 遠藤 文子 子ども青少年部保育課保育係長 
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平成24年度 

教育振興基本計画策定委員会委員 

 氏  名 所   属 （役職等） 

委員長 大輪 仁 中学校長代表者（城山中学校校長） 

副委員長 鈴木 みゆき 学識経験者（関東学院大学准教授） 

委員 二見 栄一 小学校長代表者（新玉小学校校長） 

委員 小川 恵子 公立幼稚園長会代表者（東富水幼稚園長） 

委員 栢沼 行雄 小田原市自治会総連合理事 

委員 高井 周作 小田原市ＰＴＡ連絡協議会会長 

委員 畠山 康 小田原箱根商工会議所専務理事 

委員 神山 明美 小田原医師会代表者 

委員 瀬戸 祐明 小田原市青少年健全育成連絡協議会副会長 

委員 片山 美代子 小田原市体育協会理事 

委員 小谷 カツエ 小田原市保育会研修委員会副委員長 

委員 平松 章子 私立幼稚園協会会長 

委員 有賀 かおる 小田原市チーフコーディネーター 

委員 北野 則子 公募市民 
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６ 策定の経過                      

 

年月日 内   容 

平成 23 年 3 月 24 日 教育委員会定例会 

平成 23 年 4 月 25 日 教育委員会定例会 

平成 23 年 5 月 12 日 作業部会 

平成 23 年 6 月 8 日 作業部会 

平成 23 年 7 月 12 日 作業部会 

平成 23 年 8 月 1 日 作業部会 

平成 23 年 8 月 25 日 教育委員会定例会 

平成 23 年 8 月 29 日 第 1 回策定委員会 

平成 23 年 9 月 7 日 作業部会 

平成 24 年 5 月 17 日 教育委員意見交換会 

平成 24 年 8 月 27 日 第 2 回策定委員会 

平成 24 年 8 月 30 日 教育委員会定例会 

平成 24 年 9 月 25 日 教育委員意見交換会 

平成 24 年 10 月 15 日 第 3 回策定委員会 

平成 24 年 10 月 22 日 校長会との連絡調整会議 

平成 24 年 10 月 22 日 教育委員会定例会 

  

平成 24 年 11 月 20 日 
～12 月 19 日 パブリックコメントの実施 

平成 24 年 11 月 20 日 教育委員・策定委員と市民との意見交換会 
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小田原市学校教育振興基本計画スケジュール

8 9 10 11 12 1 2

教育委員会

●
８月

定例会

計画素案に係る
検討会の開催

●
１０月
定例会

●
２月

定例会

策定委員会

●
第１回
(8/27)

●
第２回
(10/15)

●
第３回

(1月下旬)
＊計画の取りま

とめ

広報・議会等

●
校長会との連
絡調整会議
(10/22)

パブリックコメント
11/20～12/19

メール、ＦＡＸ等でやりとりし、計画案に反映

議案提出・
議決

報告・
意見聴取

協議・
意見聴取

議
会
へ
報
告

　　●
11/15付号
広報掲出
　　●
11/20
議会へ報告

教育委員・策定委
員と市民との
意見交換会

11月20日



学校教育振興基本計画策定に係る意見交換会開催要項（案） 

 
１ 開催趣旨 

  小田原市学校教育振興基本計画策定の策定にあたり、市民との意見交換会

を開催することにより、本市の教育の現状や教育の振興について理解を深め、

計画案に市民意見を反映させるための一助とする。 

 
２ 開催日時 

平成２４年１１月２０日（火） １９時～２１時 

 

３ 場所 

大会議室（小田原市役所７階） 
 
４ 参加者 

 (1) 学校教育振興基本計画策定委員会委員 
 (2) 教育委員 
 (3) 市民 
 
５ 主催 

  小田原市教育委員会 
 
６ 事前周知 

(1) 開催案内を各学校・市ＰＴＡ連絡協議会・地域ぐるみの教育推進委員など

に送付 
(2) 広報１１月１５日号に掲載 
(3) ホームページに掲載 

 
７ パブリックコメントの実施 

 １１月２０日（火）～１２月１９日（水）までの３０日間で実施 
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市議会決算特別委員会の概要について 
 
１ 設置期間  平成２４年９月２１日から１０月９日まで  
               
２ 教育委員会関係概要 
（１）決算 

案  件 審議結果 備  考 

平成２３年度一般会計歳入歳出決算 認定  

 
（２）現地査察 

経 費 名 等 査察箇所 備  考 

御用米曲輪整備費 城内 文化財課 

 
（３）総括質疑 
＜教育部＞ 
議

員 

項

目 

答

弁 
質 問 要 旨 答 弁 要 旨 

教

育

長 

武道が必修化となっ

たが、学校の授業に対

してのみ重きを置い

ているのか。授業をき

っかけに武道を広め

ることが大切だと考

えるが、教育長の武道

に対する思いを伺い

たい。 

武道を履修する目的は、我が国固有の文化を体験することで、

基本動作や基本となる技等を学ぶことはもとより、礼節を重ん

じ、相手を尊重する心や、伝統的な作法・所作等を、身に付ける

ことにより、人間教育を目指すものです。 
また、生涯スポーツの基礎基本を培う意味から、義務教育にお

いて武道をはじめ、様々なスポーツを体験させることにより、自

分に合ったスポーツを選択し、生涯を通してスポーツを楽しんで

いく態度を養うことにあります。 
     

大

村

 

学 

中

学

校

教

育

環

境

整

備

経

費

に

つ

い

て 

教

育

長 

柔道着や竹刀は、基本

的に個人持ちとなっ

ているが、一部の学校

では学校で用意して

いる。これでは、武道

の浸透には繋がらな

い。教育長から武道を

率先して実施するよ

う伝えていただきた

いが、教育長の見解を

伺う。 
 

武道の普及のために、柔道着や竹刀については、個人持ちは必

要かもしれないが、武道の更なる普及のためには、義務教育の中

で、武道の特性や楽しさを味わう授業を工夫して、武道への興味、

関心を高めるほうが大事なのではないかと思う。 
そういった学習を子どもが今後、選択するかは強制する事はで

きないと感じる。 
 
 
 
 

資料２ 
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市

長 

平成２３年度末まで

に空調設備や扇風機

が設置された学校は、

小学校・中学校どれく

らいになっているの

か、また、今後の設置

はどのように計画さ

れているか伺う。 
 

空調設備については、平成２３年度末時点において、小中学校

の保健室への設置が完了している。職員室など管理諸室への整備

については、中学校においては完了しているが、小学校において

は全体で２７％の整備にとどまっている。 
普通教室への扇風機の設置については、平成２３年度末時点

で、小学校１１校、中学校３校となっている。今後は、小学校管

理諸室への空調設備の設置を進めるとともに、普通教室への扇風

機の設置が完了したら、以降は特別教室への整備も行ってまいり

たい。 
 

部

長 

空調設備や扇風機の

設置について、それぞ

れの学校の立地条件

や風通しなど、また、

児童生徒数の多い学

級事情など切実度な

どで優先順位をつけ

てもらえているのか

伺う。 

 

空調設備については、小学校の管理諸室への強い設置要望があ

るが、現状は応えられていない。 
扇風機については、学校からの要望を踏まえ、風通しや日当た

りなどを考慮し、設置校の順位を決めている。 
 

教

育

長 

１０年後、２０年後の

児童数の減少を勘案

すると、近い将来、小

学校の統廃合や学区

再編が浮上してくる

と思うが、市ではどの

ような対策を考えて

いるのか。 
 

小学校は、地域コミュニティの核であり、災害時には広域避難

所として防災上の拠点となる施設であることから、現時点では統

廃合については、考えていない。 

しかし、将来的な児童数の減少等を見据えると、今後、適正な

学区の在り方について研究していく必要があると認識している。 

 

 

 

 

安

藤

 

孝

雄 

 

本

市

に

お

け

る

小

・

中

学

校

教

育

環

境

整

備

に

つ

い

て 

教

育

長 

児童・生徒が大幅に

減少していく中、曽

我小など、小規模校

においては、今後、

統廃合について検討

していかなければな

らないと考えるが、

見解を伺う。 
 
 

学校は、地域コミュニティの核として果たす役割が大きいこと

から、現段階では、児童・生徒数が減少したからといって、統廃

合の検討については考えていない。 

しかしながら、将来的に、大きく児童・生徒数の減少が見込ま

れる場合には、地域の方々のご理解とご協力をいただきながら、

その学校、その地域に合ったあり方を検討してまいりたいと考え

ている。 
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教

育

長 

業者選定に不備はな

かったのか。また、平

成２４年度は委託業

者の業務内容を教育

委員会として確認し

ているか。 
 

本事業の委託業者は、公立図書館や学校図書館での実績がある

事業者を選定した上で、指名競争入札により決定したものであ

り、不備はないと考えている。 

業務内容については、仕様書に基づき、図書の整理や本の紹介

ディスプレイ、読書相談、学習支援などを行っていただいており、

昨年度は、初年度ということもあったため、市としては、随時、

学校と連絡を取りながら業務内容の取組状況を確認しており、本

年度も同様に行っているところである。 

佐々木委員ご指摘の業務日誌については、委託業者が司書に求

めているもので、仕様書にはうたわれていないが、今後はしっか

りと記載するよう指導してまいりたい。 

 

 

佐

々

木

 

ナ

オ

ミ 

 

子

ど

も

の

生

き

る

力

育

成

経

費

の

う

ち

学

校

司

書

派

遣

事

業 

に

つ

い

て 

部

長 

業務委託としての専

門性が生かされてい

ない現状を踏まえ、学

校司書の委託のあり

方について見解を問

う。 
 

昨年度は、１校当たり週１回・１日６時間という勤務条件の中

でできることを最大限に取り組んでいただいている。 

例えば、蔵書の整理ができていない学校については、専門性を

生かして、集中的に図書の整理を行っていただいたところであ

る。 

学校司書を直接雇用する場合には、事務的な面では、人材確保、

業務管理や人事管理、研修などといった、新たな事務が発生して

くることとなる。 

市としては、司書派遣に実績のある業者に業務委託すること

で、専門的な立場で、各学校の図書館の現状に柔軟に対応でき、

児童生徒の読書活動や学習支援に効果が上がっていることから、

今後とも業務委託により実施してまいりたい。 

小

松

 

久

信 

款

３

民

生

費

 

項

１

社

会

福

祉

費 

教

育

長 

高齢者救急要請カー

ドを入れるケースの

制作について 

小・中学校では、様々な機会を通して、高齢者の方々との交流

を行っている。 

そこで、所管課からの要請がありましたなら、制作の意図等を

学校現場とも十分協議し、対応を検討してまいりたい 
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部

長 

学校支援地域本部事

業のスクールボラン

ティアに関わる経費

の内訳について伺

う。 
 

市内全域を対象に２名お願いしているチーフコーディネータ

ーに対しては、月 10,000 円を支払っている。 

各小・中学校のコーディネーターに対しては、月 5,500 円を、

各幼稚園のコーディネーターに対しては、月 2,000 円を、謝礼と

して支払っている。 

また、ボランティアが活動するのに必要な消耗品費として、幼

稚園に年間 20,000 円、小・中学校には年間 50,000円を支出して

いる。 

その他にも、スクールボランティアのための災害補償保険料と

して、187,000 円を支出している。 

 

部

長 

１年間の委嘱の中で

研修を２回実施して

いるが、その内容と参

加状況を伺いたい。 
 

１回目の研修では、スクールボランティアの心構えや活動内容

について説明を行うとともに、中学校区ごとにスクールボランテ

ィアの連携や取組について協議を行った。参加状況は、コーディ

ネーター６４名中、５７名が出席、約８９％の出席率であった。  

２回目の研修では、ボランティアの取組状況やその成果と課題

解決に向けた方策について協議を行った。参加は、６４名中５６

名で約８８％の出席率であった。 
 

部

長 

スクールボランティ

アコーディネーター

が、活躍するために

研修の中で、「自分時

間手帖」や「市民活

動団体ガイドブッ

ク」などを配布し、

活用することはでき

ないか。 
 

「市民活動団体ガイドブック」については、チーフコーディネ

ーターが有効に活用できると判断し、今年度、夏のコーディネー

ター相談会において各コーディネーターに配布したところであ

る。「自分時間手帖」についても、今後なるべく早い時期に配布

をし、活用してまいりたい。 

鈴

木

 

敦

子 

学

校

支

援

地

域 

本

部

事

業

に

つ

い

て 

部

長 

個別支援員等の賃金

単価を上げるべきと

考えるがどうか。 
 

採用条件として教員免許を必要としない個別支援員等の賃金

については、市の一般事務臨時職員の賃金に準じて設定してい

る。個別支援員等の配置について、学校からの要望も年々増加し

ており、限られた予算の中では、まずは個別支援員等の増員を図

ってまいりたい。 
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市

長 

学校施設の中では、小

学校の職員室など管

理諸室の空調設備と、

普通教室の扇風機に、

中学校では普通教室

の扇風機に未整備が

見られるが、これらの

整備計画について伺

う。 

管理諸室等への空調設備の整備については、強い要望があるも

のの、整備が進んでいない。 

そこで今後は、小学校管理諸室等への空調設備の整備を行うと

ともに、普通教室への扇風機設置については、早急に対応してま

いりたい。さらに、普通教室に引き続き、特別教室への整備も進

めてまいりたい。 

 

 
 
 
 
鈴

木

 

紀

雄 

 

 

 

 

 

 

公
立
小
学
校
、
中
学
校
、
幼
稚
園
、
保
育
園
の
空
調
設
備
等
の
早
期
整
備
に
つ
い
て 

部

長 

学校施設等における

教職員車両の駐車場

有料化などもあり、

このような財源を上

乗せしてでも、ここ

で学習する子供たち

や執務する教職員の

ためにも、計画的か

つ早期に教育環境等

を整備すべきと考え

るがいかがか。 
 

中学校管理諸室に整備した空調設備は、平成１９年４月から開

始した教職員車両の学校敷地内駐車料金を活用して整備したも

のである。 

この整備については、今年度で支払いが完了するので、小学校

の管理諸室について、中学校に引き続き、整備を行ってまいりた

いと考えている。 

 

 
（４）総括質疑 
＜子ども青少年部＞ 
議

員 

項

目 

答

弁 
質 問 要 旨 答 弁 要 旨 

鈴

木 

敦

子 

青
少
年
健
全
育
成
経
費
、
青
少
年
指
導
者
育
成
経
費 

市

長 

「おだわら自然楽校」

の研修には、ＰＴＡや

子ども会の役員、放課

後児童クラブの指導

員など、子どもに関わ

りのあるいろいろな

人に参加してもらえ

るよう働きかけてい

くべきと考えるが、い

かがか。 
 
 
 

指導者養成研修「おだわら自然楽校」は、青少年指導者の育

成を目的に平成２２年度からスタートし、現在は、年に９回ほ

どの研修会を実施している。 
９回の研修会については、それぞれが独立したプログラムと

なっており、希望する研修を選んで参加できる体制となってい

る。参加者の募集にあたっては、青少年育成推進員、ＰＴＡや

子ども会の役員、シニア・リーダー、市内の大学生や学生のボ

ランティアサークルなど、子どもに関係のある活動を続けてい

る方々や団体に広く呼びかけており、少しずつではあるが、こ

うした呼びかけに応えての参加者も増えてきている。 
今後は、ご提案をいただいた児童クラブ指導員への呼びかけ

なども視野に入れながら、さらに多くの方に参加していただく

よう努めてまいりたい。 

 



平成２４年度上半期寄付採納状況について 

 

物品 

 

寄 付 者 寄 付 物 品 見 積 額 使 途 先 

1 

匿名 電話機 不明 
国府津小学校の

備品として 

２ 

匿名 ベンチ ５脚 51,600 円 
下中幼稚園の備

品として 

３ 
小田原市成田５３０－１ 

小田原市立豊川小学校

ＰＴＡ  

会長 大川 晋作 

リソグラフＲＺ５７０ 52,500 円 
豊川小学校の備

品として 

４ 

小田原市別堀９８ 

内田 玲子 

内田玲子の家庭教育カレンダー 
               ２５６冊 

128,000 円 

市立小中学校・

市立幼稚園・図

書館・公民館の

図書として 

５ 

小田原市鬼柳７３３－２ 

杉田 哲夫 
文書箪笥 不明 

尊徳記念館の備

品として 

６ 

足柄上郡開成町吉田島

１４９０ 

辻村 晃治 

二宮金次郎画像 不明 
尊徳記念館の備

品として 

７ 

南足柄市千津島２５３５

－８ 

高橋 尋子 

習字基本線定規 １，４０１本 558,999 円 
市内小学校の備

品として 

８ 

小田原市府川１９６ 

加藤 紀元 

ＰＣ機器（タブレット） ２個 
太陽偏光めがね １４４個 100,000 円 

富水小学校の備

品として 

資料 ３ 



９ 

小田原市入生田４１９－

１ 
井上 皓子 

井上三綱作絵画等 ８０点 不明 

郷土文化館の展

示・研究資料とし

て 

10 
小田原市酒匂９３０ 
小田原市立下府中小学

校簡易保険 
代表 森重 宏明 

ポスタープリンター５０００ＷＩＤＥ 291,900 円 
下府中小学校の

備品として 

11 

小田原市国府津２４８５ 
小田原市国府津小学校

長 植村 保夫 

電気冷蔵庫 
複合機 

不明 
国府津小学校の

備品として 

12 

小田原市入生田４１９－

１ 
井上 皓子 

井上三綱作品 本画類等 ２１９点 不明 

郷土文化館の展

示・研究資料とし

て 

13 

小田原市中町２－７－２

１ 小田原報徳実践会 
会長 田嶋 享 

「二宮金次郎生誕の地」看板 
「尊徳の教えと考え」看板 

435,000 円 
尊徳記念館の備

品として 

14 大阪府大阪市中央区道

修町４－４－１０ ＫＤＸ

小林道修町ビル 
小林製薬株式会社 代

表取締役社長 小林豊 

曽我小学校のトイレ改修 1,288,000 円 
曽我小学校のト

イレ改修として 

15 

小田原市寿町３－１４－

２６ 
髙木 直行 

西洋手習鏡ほか １２点 不明 

郷土文化館の展

示・研究資料とし

て 

16 

小田原市中里４２０－７ 
名取 敬和 

焼夷弾の筒 １点 不明 

郷土文化館の展

示・研究資料とし

て 

 



資料４  
 

小田原市立中学校在学生等の個人情報の流出について 
  

 
平成 24 年 10 月 3 日（水）、市内中学校（1 校）において、生徒等の個人情報が、生徒の目に触

れてしまい、その内容が、流出してしまったという事故が発生いたしました。 
 内容については、以下のとおりです。 
 
１ 流出した資料  平成 23 年度入学生徒のクラス編成資料（現中学校 2 年生徒に関する資料） 
          小学校 6 年担任から、平成 23 年 3 月 15 日の新入生打ち合わせ会において、

主にクラス編成のために聞き取った内容を取りまとめた資料であり、小学校

時の特性や家庭環境等について記載したもの 
          1 学年分の情報 
     ＜内容項目＞ 

・小学校 6 年時所属学級 ・氏名 ・性別 ・ピアノ伴奏ができるか  
・リーダー性があるか ・問題行動はないか ・いじめの状況 ・学習の状況  
・人間関係での配慮 ・家庭環境等 
 

２ 問題発覚日時  平成 24 年 10 月 3 日(水) 20 時頃 
          保護者からの情報提供により 
 
３ 経過 
  平成 23 年 3 月 15 日 
      新入生打ち合わせ会で聞き取った内容に基づき、学年主任が資料作成。 

 
平成 24 年 3 月 

      平成 23 年度 1 年担任教諭（男性・40 代）が、個人情報が含まれる文書を処分するた

めに、空き箱に入れ、普段鍵のかかっている金工室に仮置きし、そのまま失念してし

まった。 
 
平成 24 年 9 月 27 日(木)  

      合唱コンクールの練習をするため、金工室（１階）を使用していた３年生が机の上に

あった箱を落とした際に中身が散らばった。3 年生徒複数名で拾い集めた際に、現 2
年生のことや家庭のことが書いてある書類を見つけ、その内容を見た。 

      その時は、その書類は、箱に戻した。 
   

平成 24 年 10 月 3 日(水)  17 時頃 
      その内容を見た 3 年生徒が、2 年生徒に、個人情報が金工室に保管されていることを

伝え、その話を聞いた 2 年生徒が、10 月 3 日 17 時頃に金工室に入り、その書類を確

認。さらに、持ち出して、近隣コンビニエンスストアでコピーをし、読みまわしをす

るとともに、複数名が持ち帰った。 
   
 



 
平成 24 年  同日  20 時頃 

      保護者の情報提供により、問題が発覚した。 
   

平成 24 年   同日  21 時以降 
      持ち帰った生徒宅へ訪問し謝罪して回収した。また、保護者 1 名は学校に直接持って

きたため謝罪して受け取った。 
   

平成 24 年 10 月 4 日（木） 7 時 40 分 
      校長から教育指導課教職員担当課長に一報があり、教育指導課長、指導主事 2 名が中

学校を訪問し、流出した書類や金工室の状況を確認するとともに、校長・当該教諭よ

り事情聴取を行った。 
   

平成 24 年 10 月 5 日（金）  
      午前 11 時、記者発表。 
   
４ 事故後の経過 

平成 24 年 10 月 5 日（金）  
      当該中学校において臨時全校集会を開催し、全校生徒に事故概要の説明と謝罪を行っ

た。同日夕方、教育委員会では緊急校長会を開催し、事故概要の説明と個人情報の適

切な管理について指導を行った。 
 

平成 24 年 10 月 6 日（土）  
      当該中学校において臨時保護者説明会を開催し、事故概要の説明と謝罪を行った。 
 

平成 24 年 10 月 9 日（火）～12 日（金）  
      教育指導課の心理相談員を当該中学校に派遣し、生徒の心のケアにあたった。 
 

平成 24 年 10 月 19 日（金） 
      当該校長を市教委に呼び、教育長から指導した。 
 
５ 今後の対応 

平成 24 年 10 月 30 日（火）  
      小田原市小中学校不祥事防止会議（臨時）を開催予定。 
 
 




